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は
じ
め
に

　

副
題
に
掲
げ
た
「
宋
西
北
辺
境
軍
政
文
書
」（
以
下
、「
宋
西
北
文
書
」
と
略
す
）
と
は
、
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
方
文
献
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
る
、
北
宋

最
末
期
～
南
宋
最
初
期
の
官
文
書
一
〇
九
点
の
総
称
で
あ
る（

２
）。

二
〇
世
紀
初
頭
に
モ
ン
ゴ
リ
ア
か
ら
北
チ
ベ
ッ
ト
ま
で
を
踏
査
し
た
ロ
シ
ア
の
探
検
家
コ
ズ
ロ
フ

は
、
一
九
〇
九
年
に
エ
チ
ナ
河
下
流
域
に
あ
る
黒
水
城
（
カ
ラ
ホ
ト
）
遺
跡
（
現
内
蒙
古
自
治
区
額
済
納
旗
）
で
西
夏
時
代
の
文
物
を
大
量
に
発
見
し
た
が
、

そ
の
中
に
宋
代
官
文
書
の
紙
背
に
印
刷
さ
れ
た
二
点
の
西
夏
語
韻
書
『
文
海
』（
所
蔵
番
号И

нв N
o. 211

）
と
『
文
海
雑
類
』（И

нв N
o. 213

）
が
含
ま
れ
て
い

た
。
こ
の
官
文
書
こ
そ
が
「
宋
西
北
文
書
」
で
あ
り
、
現
在
は
『
文
海
』・『
文
海
雑
類
』
の
葉
数
に
従
い
1
か
ら
109
ま
で
の
下
位
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
以

下
、
本
稿
で
は
文
書
番
号
の
表
記
に
こ
の
下
位
番
号
の
み
を
用
い
る
。

　

現
存
す
る
宋
代
官
文
書
に
つ
い
て
は
、
宋
～
明
代
の
漢
籍
の
紙
背
文
書
を
網
羅
し
た
竺
沙
雅
章
氏
の
研
究
に
そ
の
大
要
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
一
部
の

原
文
書
に
つ
い
て
も
上
海
博
物
館
蔵
宋
刊
本
『
王
文
公
文
集
』
の
紙
背
文
書
を
収
録
し
た
『
宋
人
佚
簡
』
に
よ
り
、
実
例
の
鮮
明
な
図
版
を
容
易
に
閲
覧
で
き

る（
３
）。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
江
南
・
淮
南
・
淮
西
地
域
の
も
の
で
あ
り
、
何
よ
り
宋
代
官
文
書
の
絶
対
量
は
前
後
す
る
唐
・
元
代
の
そ
れ
と
比
べ
圧
倒
的
に

少
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
「
宋
西
北
文
書
」
は
、
内
容
が
西
北
辺
境
の
陝
西
地
域
の
軍
事
関
係
に
限
定
さ
れ
、
し
か
も
一
一
一
八
年
（
北
宋
政
和
八
年
）
～
一

一
三
一
年
（
偽
斉
阜
昌
二
年
＝
南
宋
紹
興
元
年
）
と
い
う
至
極
狭
い
期
間
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
宋
代
官
文
書
の
実
例
数
を
増
や
し
て
く
れ
る
史
料
群
で
あ
り
、

そ
の
価
値
は
極
め
て
高
い
。

　

一
方
で
、
中
央
ア
ジ
ア
地
域
（
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
～
河
西
回
廊
）
出
土
の
漢
文
官
文
書
を
見
渡
し
た
場
合
、
四
～
八
世
紀
に
史
料
の
集
中
す
る
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン

出
土
文
書
、
七
～
八
世
紀
の
ク
チ
ャ
出
土
文
書
、
八
～
九
世
紀
の
コ
ー
タ
ン
出
土
文
書
、
五
～
一
一
世
紀
初
頭
及
び
一
三
～
一
四
世
紀
の
敦
煌
文
献
（
特
に
九
～

一
〇
世
紀
に
集
中
）、
一
三
～
一
四
世
紀
の
中
国
内
蒙
古
自
治
区
蔵
カ
ラ
ホ
ト
出
土
文
書
な
ど
が
代
表
例
だ
が
、
一
一
～
一
二
世
紀
が
空
白
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
、
一
二
世
紀
前
半
に
集
中
し
て
い
る
「
宋
西
北
文
書
」
は
、
年
代
的
に
他
の
史
料
群
の
缼
を
補
う
も
の
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
筆

者
が
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
唐
代
文
書
行
政
の
解
明
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
唐
代
の
官
文
書
や
情
報
処
理
・
伝
達
の
シ
ス
テ
ム
が
如
何
に
宋
～
元
代
へ
と
継

受
さ
れ
て
い
く
か
、
そ
の
過
程
を
探
る
上
で
も
こ
の
史
料
群
は
看
過
で
き
な
い
。

　

こ
の
「
宋
西
北
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
四
年
に
メ
ン
シ
コ
フ
氏
が
「
宋
西
北
文
書
」
を
含
む
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
方
文
献
研
究
所
所
蔵
の
漢
文
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資
料
の
目
録
を
発
表
し
て
以
来
そ
の
概
要
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
た
が（

４
）、

簡
潔
極
ま
る
内
容
紹
介
や
わ
ず
か
な
古
文
書
学
的
情
報
の
み
で
は
文
書
の
本
格
的
利
用
は

不
可
能
で
あ
り
、
か
つ
当
時
の
国
際
情
勢
の
た
め
に
原
文
書
調
査
も
困
難
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
『
俄
蔵
黒
水
城
』
第
六
巻
に
全
写

真
が
収
め
ら
れ
、
ま
た
巻
末
に
「
叙
録
」
と
し
て
メ
ン
シ
コ
フ
（
孟
列
夫
）・
蔣
維
崧
・
白
濱
諸
氏
に
よ
る
一
〇
九
点
の
解
説
と
録
文
が
付
さ
れ
た
こ
と
で
、
よ

う
や
く
「
宋
西
北
文
書
」
を
覆
っ
て
い
た
厚
い
ヴ
ェ
ー
ル
は
取
り
さ
ら
れ
、
本
文
書
群
を
利
用
し
た
研
究
が
近
十
年
に
急
速
に
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う

ち
特
記
す
べ
き
は
、
ま
ず
近
藤
一
成
氏
を
代
表
と
す
る
早
稲
田
大
学
の
研
究
班
に
よ
る
裁
判
案
件
の
訳
注
で
あ
る
［「
訳
注
」（
一
）～（
三
）、
近
藤
二
〇
〇
五
］。

取
り
上
げ
た
史
料
が
全
一
〇
九
点
の
う
ち
三
五
点
の
み
と
は
い
え
、「
宋
西
北
文
書
」
に
集
中
的
に
取
り
組
ん
だ
先
駆
的
業
績
で
、
詳
細
か
つ
平
易
な
訳
注
に
よ

り
文
書
か
ら
窺
え
る
陝
西
地
域
の
軍
事
態
勢
の
詳
細
を
我
々
に
提
示
し
て
く
れ
る
と
と
も
に
、「
宋
西
北
文
書
」
に
関
す
る
基
礎
情
報
の
整
理
を
行
っ
て
い
る
点

で
も
有
用
で
あ
る
。
次
に
孫
継
民
氏
に
よ
る
全
文
書
の
録
文
の
改
訂
と
編
年
整
理
［
孫
継
民
二
〇
〇
九
］
は
、「
宋
西
北
文
書
」
の
利
用
を
よ
り
簡
便
な
も
の
と

し
、
そ
の
功
績
は
大
き
い
。
本
書
に
は
、
彼
と
彼
の
指
導
し
た
若
手
研
究
者
ら
に
よ
る
専
論
を
一
二
本
収
め
て
お
り
、
現
時
点
に
お
け
る
「
宋
西
北
文
書
」
唯
一

の
研
究
書
で
も
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
宋
西
北
文
書
」
に
対
す
る
先
行
研
究
は
、
典
籍
史
料
中
か
ら
は
窺
え
な
い
宋
代
辺
境
防
衛
体
制
や
抗
金
・
西
夏
戦
の
子
細
、
法
制
史
の
観
点
に

よ
る
軍
糧
支
払
い
の
不
正
事
件
に
関
す
る
裁
判
案
件
へ
の
考
察
な
ど
、
文
書
の
内
容
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
主
流
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
文
書
内
容
の
読
解
に
つ

い
て
も
、
特
に
我
が
国
で
実
績
の
あ
る
宋
元
代
の
吏
牘
文
研
究
や
元
代
文
書
学
（
書
式
論
）
の
手
法
が
援
用
さ
れ
て
お
り
、
内
容
の
把
握
に
一
定
の
成
果
を
も
た

ら
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
現
在
で
は
所
蔵
機
関
で
の
史
料
閲
覧
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
学
は
ほ
ぼ
い
ず
れ
も
既
刊
の
図
録
に
依

拠
し
て
お
り
、
唐
代
官
文
書
研
究
が
得
意
と
す
る
古
文
書
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
─
─
原
文
書
の
調
査
に
基
づ
く
伝
来
論
、
形
態
論
、
書
式
論
、
機
能
論
的
分
析
─

─
は
手
つ
か
ず
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
故
に
、
内
容
や
性
質
な
ど
文
書
の
根
幹
に
関
わ
る
解
釈
に
大
き
な
誤
解
が
し
ば
し
ば
生
じ
て
い
る
こ
と
を
痛
惜

し
た
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
手
始
め
に
、
孫
継
民
・
陳
瑞
青
両
氏（

５
）に

よ
っ
て
「
公
文
書
の
草
稿
」
と
名
付
け
ら
れ
た
一
連
の
文
書
を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
に
古
文
書
学

的
分
析
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
文
書
群
の
内
容
・
性
格
を
再
分
析
す
る
と
と
も
に
、
官
司
に
到
来
し
た
官
文
書
の
事
務
処
理
手
続
き
に
つ
い
て
も
検
討
し
た

い
。
こ
の
文
書
群
は
、
冒
頭
に
「
検
」
の
一
字
を
大
書
す
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
が
、「
検
」
は
文
書
の
機
能
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
用
語
で
も
あ
る
。
そ
の

た
め
、
本
稿
で
は
こ
の
文
書
群
を
「
検
文
書
」
と
呼
び
た
い
。
ま
ず
「
検
文
書
」
全
八
件
の
テ
キ
ス
ト
を
提
示
し
、
次
に
文
書
の
機
能
や
宋
代
官
司
の
文
書
処
理
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手
続
き
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
考
察
結
果
を
も
と
に
、「
宋
西
北
文
書
」
そ
の
も
の
の
性
格
や
来
源
─
─
反
故
紙
と
な
っ
た
官
文
書
は
何

処
に
集
積
さ
れ
そ
し
て
如
何
に
し
て
西
夏
側
が
入
手
し
た
か
─
─
の
問
題
を
取
り
あ
げ
る
。
以
上
を
も
っ
て
向
後
の
文
書
研
究
の
基
礎
作
業
と
し
た
い
。

一　
「
検
文
書
」
テ
キ
ス
ト

（
１
）
鄜
延
路
第
七
将

　

一
一
世
紀
よ
り
宋
夏
戦
争
の
最
前
線
で
あ
っ
た
陝
西
地
域
は
、
一
一
二
五
年
（
北
宋
宣
和
七
年
）
に
金
が
遼
を
滅
ぼ
し
た
後
に
対
宋
戦
を
開
始
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
新
し
い
局
面
を
迎
え
、
西
夏
・
金
に
よ
る
争
奪
戦
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
し
て
一
一
三
〇
年
（
南
宋
建
炎
四
年
＝
偽
斉
阜
昌
元
年
）
よ
り
始
ま
る
金
軍
の

総
攻
撃
は
、
つ
い
に
一
一
三
一
年
（
南
宋
紹
興
元
年
）
正
月
に
陝
西
の
ほ
ぼ
全
域
を
金
の
占
領
下
に
置
き
、
さ
ら
に
同
年
一
一
月
に
は
金
に
よ
っ
て
冊
立
さ
れ
た

劉
豫
の
斉
国
（
偽
斉
）
に
編
入
せ
し
め
た（

６
）。「

宋
西
北
文
書
」
は
、
陝
西
地
域
を
め
ぐ
っ
て
宋
・
金
・
西
夏
の
三
国
が
激
突
し
た
時
代
の
様
相
を
伝
え
る
も
の
で

あ
り
、
日
付
が
残
っ
て
い
る
六
二
点
の
う
ち
五
七
点
は
対
金
戦
が
本
格
化
す
る
直
前
の
一
一
二
五
～
一
一
二
八
年
に
集
中
し
て
い
る
。

　

宋
は
、
陝
西
地
域
に
東
よ
り
順
に
鄜
延
路
・
環
慶
路
・
秦
鳳
路
・
涇
原
路
・
煕
河
路
の
五
つ
の
軍
事
路
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
経
略
安
撫
使
を
置
い
て
管
轄

せ
し
め
た
。
こ
の
う
ち
鄜
延
路
経
略
安
撫
使
は
、
鄜
延
路
の
行
政
府
で
あ
る
延
州
（
後
に
延
安
府
に
改
称
）
に
使
司
を
置
い
て
知
延
州
（
知
延
安
府
）
を
兼
任

し
た
。「
宋
西
北
文
書
」
中
に
は
、
鄜
延
路
経
略
安
撫
使
司
、
延
安
府
、
鄜
延
路
の
馬
歩
軍
を
統
括
す
る
都
総
管
司
、
鄜
延
路
下
の
行
政
区
画
の
一
で
あ
る
保
安

軍
、
保
安
軍
に
属
す
る
下
部
単
位
で
あ
る
徳
靖
寨
や
金
湯
城
な
ど
、
鄜
延
路
に
あ
っ
た
諸
機
関
の
名
前
が
登
場
す
る
が
、
既
に
近
藤
一
成
氏
や
孫
継
民
氏
ら
が
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
文
書
の
大
半
は
鄜
延
路
経
略
安
撫
使
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
第
七
将
と
呼
ば
れ
る
軍
事
機
関
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
将
と
は
、
将
兵
制（

７
）下

の
軍
事
単
位
で
あ
り
、
鄜
延
路
経
略
安
撫
使
の
麾
下
に
は
一
〇
以
上
設
置
さ
れ
て
い
た（

８
）。

第
七
将
の
所
在
地
は
、
李
昌
憲
氏
が
他
の
将
と
の
位
置
関
係
か
ら
延
州

金
明
寨
に
推
定
し
て
お
り
、
ま
た
近
藤
氏
は
「
宋
西
北
文
書
」
の
11
番
文
書
の
記
事
か
ら
保
安
軍
ま
た
は
そ
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
金
湯
城
に
、
さ
ら
に
楊
倩
描
氏

も
関
連
す
る
文
書
が
多
い
こ
と
か
ら
保
安
軍
に
比
定
し
て
い
る（

９
）。

将
に
は
、
指
揮
官
た
る
将
官
の
も
と
に
馬
歩
軍
や
郷
兵
、
蕃
漢
か
ら
な
る
弓
箭
手
な
ど
実
戦
部

隊
が
配
属
さ
れ
、
彼
ら
は
指
揮
と
呼
ば
れ
る
部
隊
に
編
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
副
将
・
部
将
・
隊
将
な
ど
諸
将
の
指
揮
下
に
置
か
れ
た
。
ま
た
、
典
籍
史
料
に
は

明
記
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、「
宋
西
北
文
書
」
を
見
る
限
り
で
は
、
こ
の
ほ
か
に
「
押
教
曹
案
」「
兵
案
」
な
ど
の
部
局
が
置
か
れ
、「
曹
司
」「
将
司
」「
族
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司
」「
統
制
司
」「
攅
司
」
な
ど
の
吏
員
が
事
務
処
理
や
兵
卒
の
管
理
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
取
り
上
げ
る
八
点
の
「
検
文
書
」
も
、
実
は
全
て

第
七
将
に
属
す
る
文
書
ば
か
り
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
検
文
書
」
の
紹
介
の
前
に
、「
宋
西
北
文
書
」
の
古
文
書
学
的
基
礎
情
報
を
少
し
ば
か
り
述
べ
て
お
き
た
い
。
宋
代
官
文
書
の
料
紙
の
規
格
は

縦
一
尺
（
三
〇
・
七
㎝
）
×
横
一
尺
半
（
四
六
㎝
）、
一
〇
世
紀
の
敦
煌
文
献
の
実
例
で
は
縦
三
〇
～
二
㎝
×
横
四
二
～
三
㎝
が
多
い
。
だ
が
「
宋
西
北
文
書
」

は
、
西
夏
語
韻
書
『
文
海
』『
文
海
雑
類
』
を
印
刷
す
る
た
め
に
い
ず
れ
も
天
地
左
右
を
若
干
裁
断
し
て
寸
法
を
縦
約
二
九
・
五
㎝
×
横
約
三
七
・
五
㎝
に
整
え

ら
れ
て
お
り
、
こ
の
た
め
文
書
の
上
下
左
右
端
に
文
字
の
欠
落
が
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
。
多
く
の
文
書
に
は
、
日
付
の
上
や
料
紙
の
左
右
端
に
朱
印
や
墨
印
が

押
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
朱
印
は
印
泥
の
滲
み
が
激
し
く
そ
の
印
文
の
判
読
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
官
文
書
は
、
料
紙
を
貼
り
継
ぐ
際
に
、
紙
縫
を
ま
た
ぐ
よ
う

に
作
成
者
が
自
署
或
い
は
官
印
を
押
す
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
料
紙
の
左
右
ど
ち
ら
か
の
端
に
印
影
の
残
っ
て
い
る
文
書
は
、
本
来
別
紙
が
貼

り
継
が
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
も
、
先
述
の
如
く
料
紙
の
左
右
端
は
裁
断
さ
れ
て
い
る
た
め
に
紙
縫
そ
の
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
。

　

さ
て
、
以
下
で
は
ま
ず
、
孫
継
民
・
陳
瑞
青
氏
ら
が
文
書
冒
頭
に
「
検
」
字
を
持
つ
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
た
四
点
の
文
書
（
Ａ
～
Ｄ
）
の
録
文
と
和
訳
を
付

し
、
併
せ
て
先
行
研
究
の
紹
介
と
文
書
内
容
の
解
説
を
行
い
た
い
。
続
け
て
、
筆
者
が
形
式
・
機
能
と
も
Ａ
～
Ｄ
と
一
致
す
る
と
認
め
た
四
点
（
Ｅ
～
Ｈ
）
を
同

様
に
引
用
す
る
。
Ａ
～
Ｄ
、
Ｅ
～
Ｈ
は
そ
れ
ぞ
れ
年
代
順
に
配
列
し
て
あ
る
。
ま
た
、
各
文
書
の
表
題
に
つ
い
て
は
既
に
「
叙
録
」、
孫
継
民
二
〇
〇
九
に
そ
れ

ぞ
れ
定
名
が
あ
り
、
特
に
最
新
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
後
者
が
詳
し
い
が
、
諸
氏
の
定
名
に
は
内
容
・
文
書
書
式
の
誤
解
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
た

め
、
本
稿
で
は
採
用
し
な
い
。
な
お
、
録
文
は
原
文
書
調
査
に
基
づ
く
が
、
先
行
研
究
と
の
字
句
の
異
同
に
つ
い
て
は
各
行
の
下
に
注
記
し
た
。

（
２
）
録
文
・
和
訳 
＝
「
叙
録
」　

＝
孫
継
民
二
〇
〇
九

Ａ
．
72
＋
32

　
〔
図
版
・
先
行
研
究
〕

図
版
：『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
一
九
五
、
二
三
五
頁
。
録
文
・
基
礎
情
報
：
メ
ン
シ
コ
フ
目
録
№
三
一
六
─
三
（
一
）（
二
）、「
叙
録
」
五
二
、
五
六
頁
、
孫

継
民
・
陳
瑞
青
二
〇
〇
六
＝
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
三
五
〇
─
三
五
二
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
六
一
─
六
二
、
一
三
八
─
一
三
九
頁
。
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〔
録
文
〕

　

�
1　

檢 

右
端
に
別
紙
片
貼
付
。

　
　

2　
　

據
所
差
人
繳
連
取
到　

副
将

　
　

3　
　

公
文
云
〃
。

　
　

4　

右
、
本
将
契
勘
、
所
差
人
于
安
至
今

　
　

5　

未
見
勾
押
保
捷
弟
（
第
）二

十
一
指
揮
曹

　
　

6　

案
宋
千
到
将
、
王
順
縁
今
来
不 

　
　

7　

住
。
承
准 

　
　

8　

統
制　

團
練
牒
、
催
促
團
結
策 

　
　

9　

應
人
馬
、
甚
是
緊
切
。
除
已
勾
到
、
唯

　
　

10　

有
保
捷
弟
（
第
）二

十
一
指
揮
押
教
曹
案

 

〔　

後　
　

欠　

〕

　

� 

〔　

前　
　

欠　

〕

　
　

1　
［　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

］

　
　

2　

□
□
□
（
候
）到

、
請
□
□
（
問
）根

将
保 

　
　

3　

捷 

弟
（
第
）二

十
一
指
揮
押
案
（
教
）曹

案
、
具
□ 

 

　
　

4　

名
下
、
分
付
与
所
差
人
監
押
前
来

　
　

5　

本
將
、
以
憑
勒
令
供
攢
隊
仵
施

　
　

6　

行
。
不
請
依
前
住
滞
、
免
致
澤
等

　
　

7　

誤
事
。
并
出
引
差
人
勾
押 

出
：

「
王
」、

「
出
」。

　
　

8　

教
曹
案
并
先
前
差
人
于
安
。

7232

根
：

は
「
根
」
の
下
に
「
逐
」
を
補
う

が
、「
逐
」
に
は
衍
字
記
号
あ
り
。

押
案
：

判
読
せ
ず
。

押
教
。
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9　
「
三
件
、
牒
副
将
勾
追
保
廿
一
曹
級
、
供
攢
文 

こ
の
行
は
別
筆
・
朱
筆
。

　
　

10　
　

宣
和
七
年
正
月　

日
。
張
澤　

檢
。 

檢
：

「
令
」、

「
檢
」。

　
　

11　

字
」。 

こ
の
行
は
別
筆
・
朱
筆
。

　
　

12　
　
　
　
「
十
一
日
」。［　
　
　
　
　
　
　
　

  

］ 

こ
の
行
は
別
筆
。

　
〔
和
訳
〕

　
　

検
し
た
。

　
　
　

派
遣
し
た
人
物
が
書
類
を
取
り
ま
と
め
て
問
い
合
わ
せ
た
副
将
の
公
文
書
に
よ
れ
ば
、
云
々
と
あ
っ
た
。

右
［
の
こ
と
が
ら
に
つ
き
］、
本
将
（
＝
第
七
将
）
が
取
り
調
べ
た
と
こ
ろ
、
派
遣
者
の
于
安
は
、
今
に
至
る
も
い
ま
だ
保
捷
［
軍
］
第
二
十
一
指
揮
［
押

教
］
曹
案
の
宋
千
を
出
頭
さ
せ
て
護
送
し
第
七
将
に
到
着
さ
せ
て
い
な
い
し
、
王
順
は
現
在
も
不
在
で
あ
る
。
受
領
し
た
統
制
［
官
兼
］
団
練
［
使
］
の
牒

式
文
書
に
よ
れ
ば
、［
統
制
団
練
は
環
慶
路
へ
の
］
援
軍

）
（（
（

の
兵
馬
を
集
め
送
る
よ
う
催
促
し
て
お
り
、
こ
の
件
は
極
め
て
急
を
要
す
る
と
い
う
。
す
で
に
出

頭
さ
せ
た
者
の
ほ
か
は
、
保
捷
［
軍
］
第
二
十
一
指
揮
押
教
曹
案
［
の
宋
千
・
王
順
］
の
み
が
…
…
。

　
　
〔　

中　
　

欠　

〕

…
…
を
待
っ
て
か
ら
、
保
捷
［
軍
］
第
二
十
一
指
揮
の
押
教
曹
案
［
の
宋
千
と
王
順
］
を
尋
問
し
、
そ
の
…
…
所
属
等
を
明
ら
か
に
し
、［
彼
ら
を
そ
れ
ぞ

れ
］
派
遣
し
た
人
物
に
割
り
当
て
て
監
督
護
送
し
本
将
へ
来
さ
せ
て
、
証
書
に
よ
っ
て
統
制
し
部
隊
を
集
め
送
り
施
行
す
る
よ
う
御
願
い
す
る
。
以
前
の
よ

う
に
留
ま
り
続
け
る
こ
と
の
無
い
よ
う
に
し
、［
張
］
沢
ら
の
過
失
と
な
ら
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
い
。
あ
わ
せ
て
派
遣
者
を
出
頭
さ
せ
て
押
教
曹
案
［
の
宋

千
・
王
順
］
と
以
前
に
送
っ
た
派
遣
者
の
于
安
を
取
り
押
さ
え
ら
れ
た
い
。

「
三
件
に
つ
き
、［
第
七
将
の
］
副
将
に
牒
式
文
書
を
出
し
て
、
保
［
捷
軍
第
］
廿
一
［
指
揮
］
の
曹
級

）
（（
（

（
＝
宋
千
・
王
順
）
を
出
頭
さ
せ
、
文
書
を
集
め
送
れ
」。

　
　
　

宣
和
七
年
正
月　

日
。
張
沢　

検
し
た
。 

　
　
　
　
　
「
十
一
日
」。

　
「
叙
録
」
や
孫
継
民
二
〇
〇
九
は
内
容
や
筆
跡
の
一
致
か
ら
、
72
と
32
は
同
一
文
書
の
前
半
と
後
半
部
分
と
判
断
し
て
お
り
、
筆
者
も
彼
ら
の
説
を
採
用
し
た
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い
（
た
だ
し
両
文
書
は
直
接
に
は
接
合
し
な
い
）。
図
版
で
は
72
の
右
端
に
九
〇
度
横
に
回
転
し
た
文
字
が
五
文
字
分
写
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
短
冊
状
の
別
紙

が
貼
り
付
け
ら
れ
た
も
の
で
、
72
の
本
文
に
全
く
関
係
は
無
い
。
ま
た
32
は
、「
叙
録
」、
孫
継
民
・
陳
瑞
青
二
〇
〇
六
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
と
も
行
数
を
一
一
と

し
て
い
る
が
、
料
紙
右
端
下
部
に
は
文
字
の
残
画
が
わ
ず
か
に
見
え
て
お
り
、
全
部
で
一
二
行
あ
る
。
32
の
九
・
一
一
・
一
二
行
目
は
、
本
文
と
別
筆
（
九
・
一

一
行
目
は
朱
筆
）
の
判
辞
（
処
決
文
）
と
日
付
で
あ
る
。
他
の
「
検
文
書
」
は
文
末
の
日
付
の
上
に
朱
方
印
が
押
さ
れ
て
い
る
が
、
テ
キ
ス
ト
Ａ
・
Ｂ
に
は
確
認

で
き
な
い
。
次
章
で
も
詳
述
す
る
が
、
孫
継
民
氏
は
「
検
文
書
」
の
み
な
ら
ず
「
宋
西
北
文
書
」
全
て
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
本
文
の
最
後
に
あ
る
別
筆
の
判

辞
、
日
付
、
押
字
（
署
名
）
さ
ら
に
は
日
付
上
に
押
さ
れ
た
朱
方
印
ま
で
も
発
信
責
任
者
の
手
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
32
の
九
・
一
一
・
一
二

行
目
は
、
正
し
く
は
受
信
者
に
よ
る
案
件
の
処
決
文
と
受
領
日
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。

　

72
の
二
・
三
行
目
に
副
将
か
ら
公
文
書
を
受
け
取
っ
た
と
あ
る
が
、
本
テ
キ
ス
ト
は
そ
の
文
書
の
内
容
に
関
す
る
調
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
統
制
団
練
か
ら

の
命
令
を
受
け
た
将
が
部
隊
を
整
え
て
送
り
出
そ
う
と
す
る
も
、
宋
千
や
王
順
の
部
隊
が
未
到
着
で
あ
り
、
か
つ
彼
ら
に
伝
令
し
将
へ
連
れ
て
く
る
は
ず
の
于
安

な
る
人
物
も
帰
着
し
て
い
な
い
た
め
、
以
上
の
三
人
を
出
頭
さ
せ
る
よ
う
に
要
請
し
て
い
る
。
32
の
九
・
一
一
行
目
は
、
そ
れ
に
対
す
る
受
信
者
の
判
辞
で
あ

り
、
こ
こ
に
あ
る
「
三
件
」
と
は
、
宋
千
・
王
順
・
于
安
の
三
人
を
そ
れ
ぞ
れ
出
頭
さ
せ
る
事
案
を
指
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
の
命
令
を
下
し
た
統
制
団
練
が
具

体
的
に
誰
を
指
す
か
は
判
然
と
せ
ず
、
ま
た
于
安
や
宋
千
に
つ
い
て
も
他
の
文
書
に
現
れ
な
い
が
、
王
順
に
つ
い
て
は
次
掲
の
テ
キ
ス
ト
Ｂ
か
ら
、
宋
千
と
同
じ

く
禁
軍
の
一
で
あ
る
保
捷
軍
所
属
の
第
二
十
一
指
揮
の
押
教
曹
案
な
る
部
局

）
（（
（

に
所
属
す
る
人
物
と
判
明
す
る
。
ま
た
、
同
年
の
正
月
七
日
に
策
応
環
慶
路
軍
馬
か

ら
第
七
将
に
宛
て
た
牒
式
文
書
（
61
）

）
（（
（

、
或
い
は
同
年
正
月
二
七
日
に
第
七
将
が
受
領
し
た
、
援
軍
の
装
備
品
以
外
の
兵
器
に
関
す
る
副
将
か
ら
の
報
告
書
（
75

＋
52
）

）
（（
（

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
見
え
る
将
が
第
七
将
を
指
し
て
い
る
と
わ
か
る
。

　

さ
て
、
32
の
一
〇
行
目
の
張
沢
は
、
8
（
九
行
目
）

）
（（
（

、
21
（
九
行
目
）

）
（（
（

、
25
（
テ
キ
ス
ト
Ｂ
九
行
目
）
に
も
文
書
作
成
者
と
し
て
登
場
し
、
21
で
は
将
司
の
肩
書

き
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
将
司
は
、
将
兵
制
に
お
け
る
将
の
官
司
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
孫
継
民
氏
も
こ
れ
を
第
七
将
の
官
司
と
す
る
が
、「
訳
注
」

（
三
）、
一
八
八
頁
が
正
し
く
指
摘
す
る
と
お
り
、「
宋
西
北
文
書
」
中
の
将
司
は
第
七
将
に
勤
務
す
る
吏
員
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
宋
代
で
は
、
州
県
城
塞
に
勤

務
し
徴
税
や
刑
獄
を
担
当
す
る
吏
員
を
曹
司
と
呼
ぶ
が
、「
宋
西
北
文
書
」
中
に
は
曹
司
以
外
に
も
「
族
司4

」「
統
制
司4

」「
攅
司4

」
が
人
名
の
直
前
に
現
れ
、
さ

ら
に
「
…
司4

」
に
出
頭
を
命
ず
る
（
勾
追
）
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
明
ら
か
に
こ
れ
ら
「
…
司
」
は
役
職
名
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
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Ｂ
．
79
＋
38
＋
25

　
〔
図
版
・
先
行
研
究
〕

図
版
：『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
一
八
八
、
二
〇
一
、
二
四
二
頁
。
録
文
・
基
礎
情
報
：
メ
ン
シ
コ
フ
目
録
№
三
一
六
─
四
、
三
一
六
─
二
九
（
一
）（
二
）、「
叙

録
」
五
一
、
五
二
、
五
七
頁
、
孫
継
民
・
陳
瑞
青
二
〇
〇
六
＝
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
三
五
三
─
三
五
四
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
四
九
─
五
〇
、
七
三
─
七
四
、

一
五
二
─
一
五
三
頁
。

　
〔
録
文
〕

　

�
1　

檢

　
　

2　

契
勘
、
本
将
先
牒
彼
勾
追
諸
軍
族

　
　

3　

押
教
曹
案
族
司
、
供
攢
策
應
人
馬

　
　

4　

隊
仵
、
除
已
發
遣
到
将
見
勒
供
攢

　
　

5　

外
、
有
下
項
人
不
到
。
須
專
行
遣
。

　
　

6　
　

廣
鋭
前
保
捷
兩
指
揮
曹
司
王 

兩
：

「
南
」、

「
兩
」。

　
　

7　
　
　

青
、
於
解
状
内
有
姓
名
、
不
見
到

　
　

8　
　
　

将
。
王
順
、

　
　

9　
　

保
捷
弟
（
第
）二

十
一
指
揮
押
教
曹
案
解

　
　

10　
　
　

状
内
並
無
姓
名
、
亦
不
見
發
遣
到

　
　

11　
　
　

将
。

　
　

 

〔　

後　
　

欠　

〕

　

� 

〔　

前　
　

欠　

〕

　
　

1　

右
、
本
将
契
勘
、
今
来
不
住
。
承
准

　
　

2　

統
制　

團
練
牒
、
催
促
團
結
策
應

79
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3　

環
慶
路
人
馬
、
甚
是
緊
切
。
已
再
差
人

　
　

4　

齎
牒
前
去
、
今
再
牒　

副
将
、
候
到
請

　
　

5　

不
轉
時
出
憑
、
将
前
項
示
指
揮
押
教

　
　

6　

曹
案
、
分
付
与
差
去
人
監
押
前
来
、

　
　

7　

以
憑
勒
令
團
結
人
馬
施
行
。
不 

　
　

8　

請
稍
有
違
滞
。
如
廣
鋭
前
保
捷

　
　

9　

兩
指
揮
曹
司
王
青
、
別
有
事
故 

兩
：

「
南
」、

「
兩
」。

　
　

10　

即
日
不
去
彼
處
、
即
請
別
行
於
□

 

〔　

後　
　

欠　

〕

　

� 

〔　

前　
　

欠　

〕

　
　

1　

如
今
齎
前
合
用
照
憑
公
案
、
□
（
旦
） 

□
（
旦
）：

は
「
是
」
と
復
元
。

　
　

2　

夜
監
押
前
来
、
以
憑
勒
令
團
結

　
　

3　

人
馬
、
准
備
寅
夜
不
測
、
勾
抽
使

　
　

4　

喚
、
免
遅
誤
。
仍
希

　
　

5　

公
案
並
出
引
差
人
、
及
再
切
攢

　
　

6　

司
蘇
均
・
楊
昭
催
團
結
隊

　
　

7　

仵
依
前
。

　
　

8　
「
三
件
牒
副
将
依
勾
押
教
曹
案
」。 
こ
の
行
は
朱
筆
。

　
　

9　
　

宜
和
七
年
正
月　

日
。
張
澤　

□
。

　
　
〔　

後　
　

欠　

〕

38

不
：

は
「
不
」
の
上
に
「
如
」
を
補
う

が
「
如
」
に
は
衍
字
記
号
あ
り
。

25



43 宋代「検文書」攷（赤木）

　
〔
和
訳
〕

検
し
た
。

取
り
調
べ
た
と
こ
ろ
、
本
将
（
＝
第
七
将
）
が
以
前
に
現
地
に
牒
式
文
書
を
送
っ
て
諸
軍
・
諸
族
の
押
教
曹
案
［
に
属
す
る
］
族
司

）
（（
（

を
出
頭
さ
せ
、
援
軍
の

部
隊
を
集
め
送
ら
せ
た
が
、
す
で
に
派
遣
さ
せ
て
将
（
＝
第
七
将
）
に
到
着
し
現
在
［
統
制
団
練
へ
］
集
め
送
っ
た
者
以
外
に
、
下
記
の
者
が
［
第
七
将

に
］
到
着
し
て
い
な
い
。
と
く
に
処
置
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　

広
鋭
・
前
保
捷
両
［
軍
］
の
指
揮
の
曹
司
た
る
王
青
は
、
解
状
に
姓
名
が
あ
っ
た
も
の
の
、
現
在
将
に
到
着
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　

王
順
、
保
捷
［
軍
］
第
二
十
一
指
揮
の
押
教
曹
案
［
の
所
属
者
］
は
、
解
状
に
姓
名
が
無
く
、
現
在
派
遣
さ
れ
た
も
の
の
将
に
到
着
し
て
い
な
い
。

　
　
〔　

中　
　

欠　

〕

右
［
の
こ
と
が
ら
に
つ
き
］、
本
将
が
調
べ
た
と
こ
ろ
、［
前
出
の
二
名
は
］
現
在
も
不
在
で
あ
っ
た
。
受
領
し
た
統
制
［
官
兼
］
団
練
［
使
］
の
牒
式
文
書

に
は
、
環
慶
路
に
分
遣
す
る
兵
馬
を
集
め
送
る
よ
う
催
促
が
あ
り
、
極
め
て
緊
急
を
要
す
る
と
い
う
。
す
で
に
再
度
人
を
派
遣
し
牒
式
文
書
を
持
た
せ
て
行

か
せ
た
が
、
今
も
う
一
度
［
第
七
将
麾
下
の
］
副
将
に
牒
式
文
書
を
送
り
、［
文
書
が
］
到
着
す
る
の
を
待
っ
て
か
ら
す
ぐ
に
証
明
書
を
出
し
て
、
前
項
に

示
し
た
指
揮
の
押
教
曹
案
［
の
所
属
者
］
を
、
派
遣
し
た
人
物
に
割
り
当
て
て
監
督
護
送
し
来
さ
せ
て
、
証
明
書
に
よ
っ
て
統
制
し
兵
馬
を
集
結
さ
せ
る
よ

う
施
行
さ
れ
た
い
。
些
か
も
違
反
・
遅
延
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
広
鋭
・
前
保
捷
両
軍
の
指
揮
の
曹
司
で
あ
る
王
青
が
、
別
に
事
故
が
あ
り
、
当
日

に
現
地
を
出
立
し
な
け
れ
ば
、
即
座
に
別
途
…
…
に
行
く
よ
う
に
さ
れ
た
い
。

　
　
〔　

中　
　

欠　

〕

…
…
今
、
証
拠
や
調
書
を
持
っ
て
、
日
夜
監
督
護
送
し
来
さ
せ
た
な
ら
ば
、
証
明
書
に
よ
っ
て
統
制
し
兵
馬
を
集
結
さ
せ
、
深
夜
や
危
急
の
際
に
も
準
備
さ

せ
、
徴
兵
・
呼
集
し
、
遅
滞
や
過
失
が
起
き
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
い
。
さ
ら
に
は
、
調
書
に
よ
っ
て
全
て
派
遣
者
を
出
頭
さ
せ
て
、
再
び
攢
司
の
蘇
均
と
楊

昭
催
に
部
隊
を
集
結
さ
せ
、
以
前
の
ご
と
く
さ
れ
た
い
。

「
三
件
に
つ
き
、［
第
七
将
の
］
副
将
に
牒
式
文
書
を
送
っ
て
、
押
教
曹
案
［
の
族
司
］
を
出
頭
さ
せ
よ
」。

　
　
　

宜
和
七
年
（
一
一
二
五
）
正
月　

日
。
張
沢　

□
。
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先
行
研
究
で
は
38
が
79
の
続
き
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
25
を
含
む
三
点
が
同
一
文
書
で
あ
る
こ
と
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
筆

致
や
内
容
か
ら
、
25
が
38
の
続
き
に
あ
た
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
25
の
八
行
目
の
朱
筆
判
辞
は
本
文
と
同
筆
で
書
か
れ
て
お
り
、
テ
キ
ス
ト
Ａ
の
判
辞
と
は
明
ら

か
に
筆
が
違
う
。

　

テ
キ
ス
ト
Ｂ
は
前
掲
の
Ａ
と
同
じ
く
宣
和
七
年
正
月
に
張
沢
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
り
、
ま
た
統
制
団
練
の
命
令
を
受
け
て
環
慶
路
に
派
遣
す
る
部

隊
の
う
ち
、
ま
だ
参
集
し
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
処
分
を
求
め
る
な
ど
、
内
容
的
に
も
関
連
し
て
い
る
。
本
文
書
は
日
に
ち
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

「
再
牒
副
将
」（
38
、
四
行
目
）「
再
切
攢
司
蘇
均
・
楊
昭
催
團
結
隊
仵
依
前
」（
25
、
五
～
七
行
目
）
の
よ
う
に
部
隊
編
成
に
つ
い
て
再
度
関
係
者
に
指
示
を
与
え

て
い
る
こ
と
か
ら
、
テ
キ
ス
ト
Ａ
よ
り
も
後
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
79
と
38
の
文
書
内
容
に
つ
い
て
孫
・
陳
氏
は
、
環
慶
路
に
送
る
派
遣
部
隊
を
集
結

さ
せ
よ
と
の
統
制
団
練
か
ら
の
牒
式
文
書
を
受
け
取
っ
た
第
七
将
が
、
王
青
・
王
順
の
二
名
が
ま
だ
第
七
将
に
到
着
し
て
い
な
い
事
を
統
制
団
練
使
に
報
告
し
た

牒
式
文
書
と
解
釈
す
る
。
た
だ
し
、
25
ま
で
含
め
て
検
討
す
れ
ば
、
王
青
・
王
順
の
出
頭
と
、
攢
司
の
蘇
均
・
楊
昭
催
に
よ
る
部
隊
の
集
結
を
、
第
七
将
の
吏
員

で
あ
る
張
沢
が
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
孫
・
陳
説
の
よ
う
に
こ
の
宛
先
が
統
制
団
練
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
の
は
難
し
い
。
文
書
の
受
信
者
に
つ
い
て
は
次

章
で
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

Ｃ
．
9
＋
30

　
〔
図
版
・
先
行
研
究
〕

図
版
：『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
一
七
二
、
一
九
三
頁
。
録
文
・
基
礎
情
報
：
メ
ン
シ
コ
フ
目
録
№
三
一
六
─
三
五
（
一
）（
二
）、「
叙
録
」
四
九
─
五
〇
、
五

二
頁
、
孫
継
民
・
陳
瑞
青
二
〇
〇
六
＝
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
三
四
九
─
三
五
〇
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
七
＝
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
三
三
四
─
三
三
五
頁
、
孫
継

民
二
〇
〇
九
、
一
六
─
一
七
、
五
八
頁
。

　
〔
録
文
〕

　

⑼
1　

檢

　
　

2　
　

准　

經
略　

使
牙
（
衙
）劄

子
云
云
。

　
　

3　

右
、
契
勘
先
准
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4　

使
牙
（
衙
）劄

子
指
揮
、
亦
為
上
件
事

　
　

5　

理
、
本
将
尋
下
小
胡
等
族
勘
會
到
、 

會
：

「
合
」、

「
會
」。

　
　

6　

並
無
趕
捉
到
逃
背
人
。
曽
經
推 

到
：

は
移
録
せ
ず
。

　
　

7　

恩
之
人
躰
例
。
今
伏
保
明
是
實
。

　
　

8　

詣
實
文
状
在
案
。
本
将
已
於
正 

　
　

9　

月
十
二
日
具
状
申

　
　

10　
［ 

］

 

〔　

後　
　

欠　

〕

　

� 

〔　

前　
　

欠　

〕

　
　

1　

今
申

　
　

2　

經
略　

使
牙
（
衙
）。

　
　

3　
「
二
件
、
申
經
略
牙
（
衙
）無

捉
獲
逃 

こ
の
行
は
朱
筆
。

　
　

4　
　

靖
康
元
年
正
月　

日
。
呉
湛　

□
（
一
？
）。

　
　

5　

背
人
、
推
恩
例
事
」。 

こ
の
行
は
朱
筆
。

　
　
　
　
　
　
　
　

┌　
　

┐

　
　

6　
　
　
　
「
二
十
七
日
」。

（
押
字
） 

　
　
　
　
　
　
　
　

└　
　

┘

　
〔
和
訳
〕

　
　

検
し
た
。

　
　
　

受
領
し
た
経
略
［
安
撫
］
使
の
官
衙
か
ら
の
劄
子
（
緊
急
時
の
下
達
命
令
文
書
）
に
云
々
と
あ
っ
た
。

右
［
の
こ
と
が
ら
に
つ
き
］、
以
前
に
受
領
し
た
［
経
略
安
撫
］
使
の
官
衙
か
ら
の
劄
子
に
あ
る
指
示
を
取
り
調
べ
、
ま
た
上
件
の
理
由
の
た
め
に
、
本
将

930
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（
＝
第
七
将
）
は
ま
も
な
く
小
胡
な
ど
の
諸
部
族
に
［
命
令
を
］
下
し
て
調
査
し
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
、「
い
ず
れ
も
逃
亡
者
を
追
跡
・
捕
捉
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
ま
た
か
つ
て
恩
赦
を
下
し
た
慣
例
が
あ
り
ま
し
た
。
今
謹
ん
で
こ
れ
ら
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
保
証
い
た
し
ま
す
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
事
実
と
符

合
す
る
か
確
認
し
た
文
書
は
調
書
に
あ
る
。
本
将
は
す
で
に
正
月
十
二
日
に
子
細
に
書
面
に
て
…
…
に
上
申
し
た
。

　
　
〔　

中　
　

欠　

〕

今
、
経
略
［
安
撫
］
使
の
官
衙
に
上
申
さ
れ
た
し
。

「
二
件
に
つ
き
、
経
略
［
安
撫
使
］
の
官
衙
に
、
逃
亡
者
を
捕
獲
し
な
か
っ
た
［
件
］、
恩
赦
の
事
例
の
あ
る
件
を
上
申
せ
よ
」

　
　
　

靖
康
元
年
（
一
一
二
六
）
正
月　

日
。
呉
湛　

□
。

　
　
　
　
　
　
「
二
十
七
日
」。

（
押
字
）

　

筆
跡
の
一
致
か
ら
、「
叙
録
」
は
こ
の
二
点
を
同
一
文
書
の
冒
頭
と
尾
部
と
見
て
お
り
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
印
影
は
30
の
六
行
目
の

日
付
上
に
一
箇
あ
る
の
み
で
、
他
に
は
確
認
で
き
な
い
。
本
文
書
の
筆
致
は
「
宋
西
北
文
書
」
の
中
で
も
特
に
稚
拙
で
あ
る
。
こ
の
書
き
手
で
あ
る
呉
湛
は
、
後

掲
の
テ
キ
ス
ト
Ｅ
・
Ｆ
そ
し
て
92
（
第
三
章
参
照
）
に
や
は
り
文
書
作
成
者
と
し
て
名
前
が
見
え
る
が
、
実
は
本
文
書
と
そ
の
ほ
か
三
点
と
で
は
筆
が
異
な
っ
て

お
り
、
同
名
異
人
と
考
え
ら
れ
る
。
30
の
三
・
五
行
目
は
朱
筆
に
よ
る
判
辞
だ
が
本
文
と
同
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
。
次
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、「
検
文
書
」
末

尾
に
あ
る
判
辞
は
文
書
の
受
信
者
が
記
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
こ
の
書
き
手
の
呉
湛
は
将
の
一
部
局
の
長
で
あ
り
、
自
身
の
属
す
る
部
局
に
文
書
を
提
出

し
そ
し
て
自
ら
受
理
・
処
決
し
た
と
想
定
さ
れ
る
。

　
「
宋
西
北
文
書
」
中
に
直
接
関
係
す
る
文
書
が
見
当
た
ら
な
い
た
め
に
事
件
の
背
景
な
ど
は
一
切
不
明
だ
が
、
本
文
書
は
鄜
延
路
経
略
安
撫
使
（
一
一
二
六
年

時
点
で
は
任
諒
ま
た
は
張
深

）
（（
（

）
か
ら
の
命
令
を
受
け
た
将
が
、
小
胡
族
な
ど
の
諸
部
族
に
逃
亡
者
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
を
行
い
、
そ
の
回
答
が
9
の
冒
頭
に
引

用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
文
書
の
起
草
者
で
あ
る
呉
湛
は
こ
の
回
答
内
容
を
経
略
安
撫
使
に
報
告
す
る
よ
う
要
請
し
て
お
り
、
そ
の
と
お
り
実
行
せ
よ
と
い
う
判

辞
が
下
さ
れ
て
い
る
。
小
胡
族
は
鄜
延
路
第
七
将
に
属
す
る
徳
靖
寨
の
下
に
置
か
れ
た
蕃
族
の
一
で
、
こ
こ
に
は
小
胡
族
を
筆
頭
に
一
九
族
が
置
か
れ
た
と
い
う

か
ら

）
（（
（

、
本
テ
キ
ス
ト
中
に
現
れ
る
将
は
第
七
将
を
指
す
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
孫
継
民
氏
は
、
30
の
一
～
二
行
目
「
今
申
經
略
使
牙
」
と
い
う
一
文
か
ら
、
文
書
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の
宛
先
を
経
略
安
撫
使
司
と
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
こ
れ
を
経
略
安
撫
使
司
に
文
書
を
送
る
よ
う
本
文
書
の
受
信
者
に
要
請
し
て
い
る
文
言
と
判
断
し
た
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
こ
の
「
今
＋
文
書
書
式
＋
宛
先
」
と
い
う
文
言
は
Ｄ
～
Ｈ
に
も
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
Ｄ
・
Ｆ
の
末
尾
に
は
受
信
者
に
よ
っ
て
そ
の
「
宛
先
」
へ
文
書
を

送
る
よ
う
判
辞
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
文
書
の
受
信
者
と
件
の
「
宛
先
」
と
は
別
々
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。

Ｄ
．

102

　
〔
図
版
・
先
行
研
究
〕

図
版
：『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
六
五
頁
。
録
文
・
基
礎
情
報
：
メ
ン
シ
コ
フ
目
録
№
三
一
六
─
五
九
、「
叙
録
」
五
九
頁
、
孫
継
民
・
陳
瑞
青
二
〇
〇
六
＝

孫
継
民
二
〇
〇
九
、
三
四
四
─
三
四
八
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
六
＝
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
三
二
六
─
三
二
七
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
九
三
─
一
九
四
頁
。

　
〔
録
文
〕

　
　

1　

檢　
　
　
　
　
　
　

└　
　
　

┘　
　

 

墨
印
印
影
あ
り
。

　
　

2　

今
月
初
四
日
申
時
後
准
初
三
日 

時
：

「
牒
」。

　
　

3　

經
略　

待
制
劄
子
云
〃
。

　
　

4　
　

一
、
今
帖
差
人
仰
。
准
此
。
立
便
前
去
通
慶
城
、

　
　

5　
　
　
　

勾
追
董
承
節
并
元
官
押
去
。
馬

　
　

6　
　
　
　

歩
軍
、
各
帯
随
身
衣
甲
器
械
、
盡
數
官
押
、
星
火
前
來
趕  

 

　
　

7　
　
　
　

趁
本
将
。
立
等
前
去
本
将
界
首
、
等
接 

　
　

8　
　
　
　

經
略　

待
制
施
行
。
不
管
稍
有
違
滞
。 

　
　

9　
　

一
、
本 

将 

差 

人 

追
奪
董
承
節
并
元
官 

　
　

10　
　
　
　

押
去
。
照
管
邊
面
人
馬
前
來
赴
本
将 

　
　

11　
　
　
　

去
路
。
今
牒　

通
慶
城
、
請
照
會

　
　

12　
　
　
　

及
申　

劉
太
尉
・
劉
團
練
。

102

各
帯
随
身
衣
甲
器
械
：
6
行
目
右

に
加
筆
。

差
人
追
奪
：

と
も
移
録
せ

ず
。　

元
官
：

は
移
録
せ
ず
。
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13　

右
、
各
依
此
。

　
　

14　
「
四
件
、
牒
通
慶
城
・
董
承
節
等
」。 

こ
の
行
は
別
筆
・
朱
筆
。

　
　

15　
　
　

建
炎
二
年
十
二
月　

日
。
潘
定
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌　
　
　

┐　

　
　

16 

「
初
四
日
」。

（
押
字
）　

（
押
字
） 

こ
の
行
は
別
筆
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

└　
　
　

┘

　
〔
和
訳
〕

検
し
た
。

今
月
初
四
日
の
申
時
（
午
後
四
時
）
の
後
に
受
け
取
っ
た
初
三
日
の
経
略
［
安
撫
使
兼
龍
図
閣
］
待
制
［
の
王
庶
］
の
劄
子
に
云
々
と
あ
っ
た
。 

一
、「
今
、
帖
式
文
書
を
出
し
て
人
を
派
遣
し
申
し
伝
え
よ
。
こ
の
と
お
り
に
さ
れ
た
い
」。「
た
だ
ち
に
通
慶
城
へ
［
人
を
］
派
遣
し
て
、
董
承
節
お

よ
び
元
の
官
押
（
＝
護
送
官
？
）
を
出
頭
さ
せ
よ
。
馬
歩
軍
は
、
各
自
従
者
に
甲
冑
・
武
器
を
携
帯
さ
せ
て
、
悉
く
監
督
し
て
、
至
急
前
進
さ
せ

て
本
将
（
＝
第
七
将
）
へ
と
赴
か
せ
よ
。
た
だ
ち
に
本
将
の
境
域
へ
来
た
ら
、
経
略
待
制
（
＝
王
庶
）
の
ご
処
分
を
待
て
。
些
か
の
違
反
や
遅
延

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」。 

一
、「
本
将
は
人
を
派
遣
し
て
董
承
節
な
ら
び
に
元
の
官
押
を
取
り
押
さ
え
よ
。
辺
疆
の
人
馬
の
世
話
を
し
、
本
将
方
面
へ
赴
か
せ
よ
。
今
、
通
慶
城

に
牒
式
文
書
を
出
し
て
問
い
合
わ
せ
ら
れ
た
し
。
ま
た
、
劉
太
尉
・
劉
団
練
［
使
］
に
上
申
せ
よ
」。

　
　

右
［
の
件
に
つ
き
］、
各
々
こ
の
と
お
り
に
さ
れ
た
し
。

　
　
「
四
件
に
つ
き
、
通
慶
城
・
董
承
節
［
・
劉
太
尉
・
劉
団
練
使
］
ら
に
牒
式
［
お
よ
び
申
式
］
文
書
を
発
せ
よ
」。

　
　
　
　

建
炎
二
年
（
一
一
二
八
）
十
二
月　

日
。
潘
定
。

　
　
　
　
　
　
　
「
初
四
日
」。

（
押
字
）　

（
押
字
）
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本
文
書
に
は
二
箇
所
に
朱
方
印
（
一
行
目
下
部
、
一
六
行
目
日
付
の
上
）
が
、
ま
た
料
紙
右
端
に
墨
印
印
影
が
見
え
る
。
二
つ
の
朱
方
印
は
同
一
印
だ
が
、
印

文
は
判
読
で
き
な
い
。
ま
た
墨
印
は
、
元
来
102
に
押
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
北
宋
靖
康
元
年
（
一
一
二
六
）
二
月
二
八
日
の
日
付
を
持
つ
103
番
文
書
の
末

尾
に
あ
る
墨
印
「
…
…
使
司
策
應
環
慶
路
軍
馬
馬
（
或
い
は
馮
）」
の
墨
が
一
部
付
着
し
た
も
の
で
、「
宋
西
北
文
書
」
が
西
夏
側
に
押
収
さ
れ
た
後
に
付
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
留
意
す
べ
き
は
、
一
四
行
目
判
辞
（
朱
筆
）
と
一
六
行
目
日
付
と
は
同
筆
で
、
本
文
と
は
異
な
る
筆
で
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
一
六

行
目
の
二
つ
の
押
字
は
補
修
紙
の
た
め
に
一
部
が
隠
さ
れ
て
い
る
も
、
後
掲
の
Ｇ
・
Ｈ
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
本
文
書
の
大
部
分
は
経
略
待
制
か
ら
届
い
た
劄
子
（
緊
急
時
の
下
達
命
令
文
書
）
の
引
用
文
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
の
経
略
待
制
と
は
、
建
炎
二
年

（
一
一
二
八
）
六
月
よ
り
同
三
年
（
一
一
二
九
）
二
月
ま
で
鄜
延
路
経
略
安
撫
使
・
龍
図
閣
待
制
・
知
延
安
府
で
あ
っ
た
王
庶
（『
宋
史
』
巻
三
七
二
、
王
庶
伝
）

の
こ
と
で
あ
り

）
（（
（

、
彼
は
建
炎
二
年
一
一
月
の
金
軍
攻
撃
に
よ
り
延
安
府
が
陥
落
さ
れ
た
責
任
を
問
わ
れ
、
知
鎮
戎
軍
兼
涇
原
経
略
司
統
制
官
の
曲
端
（『
宋
史
』

巻
三
六
九
、
曲
端
伝
）
に
拘
禁
さ
れ
た

）
（（
（

。
ま
た
、
本
テ
キ
ス
ト
と
同
じ
建
炎
二
年
十
二
月
の
日
付
を
持
つ
14
（
第
二
章
第
三
節
参
照
）
は
、
こ
の
王
庶
が
慶
州
合

水
県
付
近
で
行
方
不
明
と
な
っ
た
旨
を
保
安
軍
下
の
徳
靖
寨
が
第
七
将
へ
伝
達
し
て
き
た
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
勘
案
し
た
孫
氏
は
、
本
文
書
の
二
～
一
一
行

目
は
鄜
延
路
経
略
使
司
か
ら
第
七
将
に
届
い
た
劄
子
の
引
用
文
で
、
そ
の
う
ち
四
～
八
行
目
が
第
一
の
指
示
、
九
～
一
〇
行
目
が
第
二
の
指
示
内
容
で
、
窮
地
に

陥
っ
た
王
庶
を
救
援
す
べ
く
軍
勢
を
集
結
さ
せ
て
前
進
を
命
じ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
一
～
一
三
行
目
が
第
七
将
か
ら
通
慶
城

）
（（
（

へ
情
況
照
会
を
求
め

た
牒
式
文
書
、
一
四
行
目
は
第
七
将
側
で
記
し
た
判
辞
と
し
、
最
終
的
に
、
本
文
書
は
第
七
将
か
ら
通
慶
城
へ
宛
て
た
下
達
文
書
と
断
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
の
よ
う
に
本
文
書
の
構
造
を
複
雑
に
捉
え
る
必
要
は
全
く
無
く
、
四
～
一
二
行
目
が
王
庶
か
ら
の
劄
子
の
引
用
文
で
あ
り
、
そ
の
中
で
通
慶
城
や
劉
太
尉
・
劉

団
練
ら
へ
の
文
書
伝
達
を
指
示
し
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
。
一
三
行
目
は
、
そ
の
指
示
の
と
お
り
に
施
行
さ
れ
た
い
、
と
い
う
文
書
受
信
者
に
対
す
る
要
請
、
一

四
行
目
は
そ
れ
に
対
す
る
受
信
者
の
指
示
で
あ
る
。
文
書
作
成
者
の
潘
定
は
本
文
書
に
し
か
見
え
ず
そ
の
職
掌
は
不
明
だ
が
、
彼
は
第
七
将
に
属
す
る
吏
員
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｅ
．
23 

　
〔
図
版
・
先
行
研
究
〕

図
版
：『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
一
八
六
頁
。
録
文
・
基
礎
情
報
：
メ
ン
シ
コ
フ
目
録
№
三
一
六
─
一
二
、「
叙
録
」
五
一
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
四
四
─
四
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五
頁
。

　
〔
録
文
〕

　
　
〔　

前　
　

欠　

〕

　
　

1　
　

□
□
□
□
□
［　
　
　
　
　
　
　
　
　

］ 

1
～
3
行
目
：

は
移
録
せ
ず
。

　
　

2　
　

劄
付
□
［　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

］

　
　

3　
　

理
施
行
去
訖
。
□
［　
　
　
　
　
　
　

］

　
　

4　

□
（
右
）、

某
已
将
路
洵
等
三
人
召
（
？
）赴 

右
某
：

と
も
移
録
せ
ず
。　

路
洵
：

「
河
間
」。

　
　

5　

延
安
府
外
、
今
将
王
瑩
等
一
十
六
人
随 

一
十
六
：

「
一
十
二
」。

　
　

6　

□
城
去
訖
。
伏
乞
将
逐
人
知
管
施
行
。 

去
訖
：

「
走
」。　

管
：

「
寄
」。

　
　

7　

今
申 

今
申
：

と
も
移
録
せ
ず
。

　
　

8　

金
湯
城
。 

　
　

9　
　
　
　

宣
和
七
年
九
月　

日
。　

呉
湛　

□
。 

□
：

と
も
移
録
せ
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌　
　

┐

　
　

10　
　
　
　
　
　
「
十
五
日
」。　
　

（
押
字
） 

こ
の
行
は
別
筆
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

└　
　

┘

　
〔
和
訳
〕

　
　
　

…
…
劄
付
（
を
受
領
し
？
）
…
…
を
実
施
し
終
わ
っ
た
…
…
。

右
［
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
」、

某
そ
れ
が
し

は
す
で
に
路
洵
ら
三
人
を
延
安
府
に
赴
か
せ
た
ほ
か
に
、
今
、
王
瑩
ら
一
十
六
人
を
随
行
さ
せ
て
（
？
）
…
…
城

に
行
か
せ
終
わ
っ
た
。
謹
ん
で
御
願
い
す
る
に
各
人
の
監
督
を
実
施
さ
れ
た
い
。
今
、
金
湯
城
に
上
申
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　

宣
和
七
年
九
月　

日
。　

呉
湛　

□
。

23
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十
五
日
。　
　

（
押
字
）

　

一
～
三
行
目
の
行
頭
は
四
行
目
以
降
よ
り
も
低
い
位
置
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
Ａ
～
Ｄ
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
の
行
頭
を
下
げ
た
部
分
は
事
書
に
あ
た
り
、
他
の

官
司
か
ら
到
来
し
た
文
書
の
要
旨
が
記
さ
れ
る
は
ず
だ
が
、
右
端
が
大
き
く
欠
落
し
て
お
り
正
確
な
内
容
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
四
行
目
以
降
が
文
書
の
本
文

に
あ
た
る
が
、
こ
れ
も
他
の
文
書
か
ら
推
せ
ば
一
文
字
目
に
は
「
右
」
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
形
態
面
で
は
、
一
〇
行
目
日
付
の
上
に
朱
方
印
が
あ

る
も
、
印
文
は
判
読
で
き
な
い
。

　

五
行
目
の
王
瑩
は
「
宋
西
北
文
書
」
中
に
は
本
文
書
に
し
か
現
れ
な
い
が
、
路
洵
は
㊲

）
（（
（

・
�

）
（（
（

に
そ
の
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
孫
継
民
二
〇
〇
九

は
、
本
文
書
と
37
と
は
筆
跡
が
一
致
し
内
容
も
関
係
す
る
た
め
、
37
と
23
と
を
一
連
の
文
書
と
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
37
は
事
書
と
本
文
を
備
え
る
独
立
し
た

文
書
で
あ
り
、
23
と
直
接
に
は
接
合
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
文
書
を
勘
案
す
る
に
、
彼
ら
は
逃
亡
兵
で
最
終
的
に
全
て
捕
縛
さ
れ
た
が
、
そ
の
処
置
に
つ
い
て
延
安

府
、
第
七
将
、
そ
し
て
逃
亡
兵
の
所
属
元
の
金
湯
城
の
三
者
間
で
協
議
が
進
め
ら
れ
て
い
る
模
様
で
あ
り
、
本
文
書
で
は
、
彼
ら
を
延
安
府
や
某
城
に
送
っ
た
の

で
、
そ
の
旨
を
金
湯
城
に
伝
え
る
よ
う
受
信
者
に
依
頼
し
て
い
る
。
一
〇
行
目
は
九
行
目
以
前
と
は
明
ら
か
に
筆
が
異
な
っ
て
お
り
、
受
信
者
に
よ
る
受
領
の
サ

イ
ン
と
日
付
と
考
え
ら
れ
る
。
文
書
作
成
者
の
呉
湛
は
後
掲
の
テ
キ
ス
ト
Ｆ
そ
し
て
92
に
も
登
場
し
、
後
者
で
は
「
統
制
司
呉
湛
」
と
あ
る
。
陳
瑞
青
氏
は
こ
の

「
統
制
司
」
を
複
数
の
将
を
統
轄
す
る
統
制
官
の
官
司
と
し
、
呉
湛
を
そ
の
官
員
、
宛
先
を
鄜
延
路
経
略
使
衙
と
見
て
い
る
が

）
（（
（

、
テ
キ
ス
ト
Ａ
の
解
説
で
述
べ
た

よ
う
に
、
こ
の
「
統
制
司
」
も
将
に
属
す
る
吏
員
の
役
職
名
の
一
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

Ｆ
．
40

　
〔
図
版
・
先
行
研
究
〕

図
版
：『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
〇
三
頁
。
録
文
・
基
礎
情
報
：
メ
ン
シ
コ
フ
目
録
№
三
一
六
─
三
八
、「
叙
録
」
五
二
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
七
七
─
七

八
頁
。

　
〔
録
文
〕

　
　

1　

兵
案　

└　
　

┘ 

兵
案
：

と
も
移
録
せ
ず
。
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2　
　

據
承
信
郎
統
制
策
應
環
慶
路

　
　

3　
　

軍
馬
准
備
使
喚
劉
惟
清
状
申
云
〃
。

　
　

4　

右
、
今
将
上
件
劉
承
信
滞
到
家
状
及

　
　

5　

録
白
付
身
各
兩
本
在
前
。
伏
乞

　
　

6　

指
揮
施
行
。
今
申

　
　

7　

保
安
軍
衙
。 

　
　

8　
「
二
件
、
申
保
安
軍
繳
劉
承
信 

こ
の
行
は
別
筆
・
朱
筆
。

　
　

9　
　

靖
康
元
年
閏
十
一
月　

日
。　

呉
湛　

□
（
一
？
）。 

一
？
：

と
も
移
録
せ
ず
。

　
　

10　

家
状
事
」。 

こ
の
行
は
別
筆
・
朱
筆
。

　
　
　
　
　
　

┌　
　

┐

　
　

11　
　
　
「
十
六
日
」。　
　
　
　
　
　
（
押
字
） 

こ
の
行
は
別
筆
。

　
　
　
　
　
　

└　
　

┘

　
〔
和
訳
〕

　
　

兵
案受

領
し
た
承
信
郎
（
従
九
品
の
武
階
名
）・
統
制
策
應
環
慶
路
軍
馬
（
環
慶
路
へ
分
遣
す
る
援
軍
の
統
制
官
）・
准
備
使
喚
（
臨
時
に
派
遣
す
る
職
事
官
）

の
劉
惟
清
の
上
申
書
に
云
々
と
あ
っ
た
。 

右
［
の
こ
と
が
ら
に
つ
き
］、
今
、
上
件
の
劉
承
信
が
滞
納
し
て
い
た
履
歴
書
及
び
白
紙
に
記
し
た
身
分
証
各
二
通
は
［
本
文
書
の
］
前
に
貼
付
し
て
い

る
。
謹
ん
で
ご
指
示
・
執
行
を
お
願
い
し
た
い
。
今
、
保
安
軍
の
官
衙
に
上
申
さ
れ
た
い
。 

「
二
件
に
つ
き
、
保
安
軍
に
劉
承
信
の
履
歴
書
を
送
付
す
る
件
を
上
申
せ
よ
」。

　
　
　

靖
康
元
年
閏
十
一
月　

日　

呉
湛
。

40
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十
六
日
。　

（
押
字
）

　

本
文
書
に
は
三
箇
所
に
朱
印
が
あ
り
、
最
も
鮮
明
に
残
っ
て
い
る
の
は
九
～
一
一
行
目
上
の
朱
方
印
（
印
文
不
明
）
で
、
一
行
目
下
に
も
朱
印
の
左
端
が
わ
ず

か
に
見
え
る
。
も
う
一
つ
は
、
録
文
上
に
は
示
し
て
い
な
い
が
、
三
～
五
（
六
？
）
行
目
上
に
も
縦
一
四
・
二
㎝
×
横
二
・
七
の
長
方
形
の
朱
印
が
斜
め
に
押
さ

れ
て
お
り
、
印
文
は
判
読
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
長
方
形
印
は
「
宋
西
北
文
書
」
に
中
に
数
例
見
出
さ
れ
る
が
、
先
行
研
究
で
は
全
く
指
摘
さ
れ
て
お
ら
ず
、

原
文
書
を
実
見
し
て
よ
う
や
く
判
明
で
き
る
ほ
ど
に
擦
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
料
紙
の
左
右
端
す
な
わ
ち
紙
縫
上
に
押
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
恐
ら
く
文
書

を
受
信
し
た
官
司
に
お
い
て
事
務
処
理
を
進
め
る
際
に
押
印
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
正
確
な
機
能
は
不
明
で
あ
る

）
（（
（

。
こ
の
ほ
か
、
八
・
一
〇
行
目
の
失
筆

判
辞
と
、
一
一
行
目
の
日
付
と
押
字
は
本
文
と
筆
が
異
な
っ
て
い
る
。

　

冒
頭
行
の
兵
案
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
第
七
将
に
属
す
る
部
局
の
一
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
宣
徽
院
や
塩
鉄
使
下
の
一
部
局
と
し
て
兵
案
が
置
か
れ
て
い
た

こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が

）
（（
（

、
将
兵
制
に
お
い
て
も
兵
案
が
あ
っ
た
こ
と
は
典
籍
史
料
に
は
見
え
な
い
。「
宋
西
北
文
書
」
で
は
他
に
85
に
も
兵
案
が
見
え
る
が
本

文
が
欠
落
し
て
お
り
、
具
体
的
な
職
掌
を
窺
う
術
は
無
い
。
本
文
書
は
、
環
慶
路
へ
送
る
援
軍
の
武
官
、
劉
惟
清
の
上
申
を
承
け
た
兵
案
が
、
彼
の
関
係
書
類
を

保
安
軍
に
送
付
す
る
よ
う
要
請
し
た
も
の
で
あ
る
。
孫
継
民
氏
は
、
本
文
書
の
発
信
者
を
続
制
司
呉
湛
、
受
信
者
を
保
安
軍
と
す
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
受

信
者
は
第
七
将
将
官
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

Ｇ
．
84

　
〔
図
版
・
先
行
研
究
〕

図
版
：『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
四
七
頁
。
録
文
・
基
礎
情
報
：
メ
ン
シ
コ
フ
目
録
№
三
一
六
─
五
八
、「
叙
録
」
五
七
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
六
＝
孫
継
民
二

〇
〇
九
、
三
二
五
─
三
二
六
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
六
〇
頁
。
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〔
録
文
〕

　
　
〔　

前　
　

欠　

〕

　
　

1　

今
申

　
　

2　

制
置　

經
略　

待
制
行
府
、
伏
乞 

　
　

3　

照
會
。

　
　

4　
　
　

建
炎
二
年
十
二
月　

日
。
□
□　

□
（
一
？
）。 

□
□
：

「
具
領
」。

　
　
　
　
　
　
　

┌　
　

┐

　
　

5　
　
　
　
「
初
四
日
」。　
　
　
　
　
（
押
字
）　　
　
（
押
字
） 

こ
の
行
は
別
筆
。

　
　
　
　
　
　
　

└　
　

┘

　
〔
和
訳
〕

今
、
制
置
［
使
・
］
経
略
［
安
撫
使
・
龍
図
閣
］
待
制
［
の
王
庶
］
の
軍
府
へ
上
申
し
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
る
よ
う
謹
ん
で
お
願
い
す
る
。

　
　
　
　

建
炎
二
年
十
二
月　

日
。
□
□
（
署
名
）。
一

　
　
　
　
　
　

初
四
日
。　

（
押
字
）　

（
押
字
）

　

上
申
文
書
の
末
五
行
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、「
宋
西
北
文
書
」
中
に
こ
れ
と
接
合
す
る
文
書
は
見
い
だ
せ
な
い
。
先
行
研
究
で
は
四
行
目
日
付
下
の
二
文
字
を

「
具
領
」
と
読
む
が
、
他
の
七
点
の
用
例
や
書
式
か
ら
推
せ
ば
こ
こ
に
は
文
書
作
成
者
の
名
前
が
入
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
直
後
に
は
「
一
」
に
読
め
る

残
画
が
あ
る
も

）
（（
（

、
何
を
意
味
す
る
か
は
判
然
と
し
な
い
。
五
行
目
の
日
付
上
に
朱
方
印
が
押
さ
れ
て
お
り
、
メ
ン
シ
コ
フ
目
録
及
び
「
叙
録
」
は
「
保
安
軍
／
□

□
□
／
軍
之
印
」
と
読
む
。
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
六
〇
頁
は
、「
宋
西
北
文
書
」
の
13
・
76
・
80
番
文
書
に
「
保
安
軍
／
金
湯
城
／
軍
之
記
」
の
押
印
が
あ
る

こ
と
か
ら
印
文
二
行
目
を
「
金
湯
城
」
と
推
定
し
、
文
書
の
発
出
主
体
を
金
湯
城
、
宛
先
は
二
行
目
に
見
え
る
経
略
安
撫
使
王
庶
の
官
衙
と
し
て
い
る
。

84
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Ｈ
．
22 

　
〔
図
版
・
先
行
研
究
〕

図
版
は
『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
一
八
五
頁
。
録
文
・
基
礎
情
報
：
メ
ン
シ
コ
フ
目
録
№
三
一
六
─
六
〇
、「
叙
録
」
五
一
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
六
＝
孫
継
民

二
〇
〇
九
、
三
二
三
─
三
二
四
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
七
＝
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
三
三
五
─
三
三
六
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
四
二
─
四
三
頁
。

　
〔
録
文
〕

　
　
〔　

前　
　

欠　

〕

　
　

1　
　

□
（
先
？
）

□
（
准
） 

先
准
：

は
移
録
せ
ず
。

　
　

2　
　

制
置　

經
略　

待
制
台
旨
、
差
撥
蕃
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌　
　

┐

　
　

3　
　

一
名
、
将
帯
人
馬
於
鷂
子
川
・
烏
陽
觜
一

　
　

4　
　

帯
往
来
防
護
過
往
及
驚
移
人
戸
、
不
管
別
有 

及
驚
移
：
4
行
目
右
に
加
筆
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

└　
　

┘

　
　

5　
　

劫
奪
錢
物
、
須
至
具
申
者
。

　
　

6　

右
、
依
准

　
　

7　

指
揮
、
尋
即
時
差
撥
本
族
地
分
蕃
□
（
官
）

　
　

8　

屈
輕
、
将
帯
人
馬
於
鷂
子
川
・
烏
陽
觜
一
帶

　
　

9　

往
来
防
護
過
往
及
驚
移
人
戸
、
不
管
別
有
劫
奪
錢 
及
驚
移
：
9
行
目
右
に
加
筆
。

　
　

10　

物
去
訖
。
今
申

22
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┌　
　

┐

　
　

11　

制
置　

經
略　

待
制
行
府
。
伏
乞　

照
會
及
増
蕃
官
屈
輕
准
。 

伏
乞
照
會
：
11
行
目
右
に
加
筆
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

└　
　

┘

　
　

12　
　
　
　

建
炎
二
年
十
二
月　

日
。
檢
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌　
　

┐

　
　

13　
　
　
　
　
　
「
初
九
日
」。　
　
　
　
　
（
押
字
）　　
　
（
押
字
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

└　
　

┘

　
〔
和
訳
〕

［
先
に
受
領
し
た
陝
西
］
制
置
［
使
・
］
経
略
［
安
撫
使
・
龍
図
閣
］
待
制
［
で
あ
る
王
庶
］
の
ご
意
向
［
に
よ
れ
ば
］、
蕃
官
一
名
を
派
遣
さ
せ
、
人
馬

を
引
き
連
れ
て
鷂
子
川
・
烏
陽
觜
一
帯
を
往
来
さ
せ
て
［
敵
の
？
］
通
過
を
防
ぎ
、
速
や
か
に
人
戸
を
移
し
、
さ
ら
に
財
貨
の
強
奪
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
、
具
に
上
申
せ
よ
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

右
［
の
こ
と
が
ら
に
つ
き
］、
受
領
し
た
ご
指
示
に
従
い
、
す
ぐ
さ
ま
本
族
所
在
地
の
蕃
官
屈
軽
を
派
遣
し
、
人
馬
を
引
き
連
れ
さ
せ
、
鷂
子
川
・
烏
陽
觜

の
一
帯
を
往
来
さ
せ
て
［
敵
の
？
］
通
過
を
防
ぎ
、
速
や
か
に
民
戸
を
移
し
、
財
貨
の
強
奪
を
許
さ
な
か
っ
た
。
今
、［
陝
西
］
制
置
［
使
・
］
経
略
［
安

撫
使
・
龍
図
閣
］
待
制
［
の
王
庶
］
の
軍
府
へ
上
申
し
、［
案
件
の
］
照
会
と
蕃
官
屈
軽
に
次
ぐ
者
の
増
員
を
謹
ん
で
お
願
い
し
た
い
。

　
　
　
　
　

建
炎
二
年
十
二
月　

日
。
検
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

初
九
日
。　

（
押
字
）　

（
押
字
）

　

本
文
書
に
は
三
箇
所
に
押
印
が
あ
り
、
三
～
四
行
目
、
一
一
行
目
は
、
加
筆
修
正
部
分
の
上
に
押
印
し
て
あ
る
。
印
文
に
つ
い
て
先
行
研
究
に
説
明
は
無
い
も

の
の
、
実
見
し
た
と
こ
ろ
テ
キ
ス
ト
Ｇ
と
同
一
印
で
あ
っ
た
。
ま
た
右
端
上
部
に
は
二
文
字
分
の
墨
跡
の
残
画
が
わ
ず
か
に
見
え
る
。
や
や
行
頭
を
下
げ
た
一
～

五
行
目
は
鄜
延
路
経
略
安
撫
使
で
あ
っ
た
王
庶
の
命
令
の
引
用
部
分
で
あ
る
た
め
、
冒
頭
行
の
欠
落
部
分
に
は
引
用
文
開
始
の
常
套
句
で
あ
る
「
先
准
」
を
補
っ

た
。
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本
文
書
は
、
屈
軽
な
る
蕃
官
に
一
部
隊
を
任
せ
て
鷂
子
川
・
烏
陽
觜
の
一
帯
に
派
遣
し
て
、
当
該
地
域
の
防
衛
や
民
戸
の
移
転
な
ど
、
王
庶
の
命
令
を
忠
実
に

実
行
し
た
旨
を
彼
の
軍
府
に
上
申
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
こ
の
鷂
子
川
・
烏
陽
觜
は
同
時
代
の
史
書
に
は
見
え
な
い
も
の
の
、
孫
継
民
氏
は
明
代
弘
治
年
間

の
『
延
安
府
志
』
巻
二
、
保
安
県
山
川
鷂
子
川
条
の
記
述
か
ら
、
現
在
の
陝
西
省
志
丹
県
南
方
約
四
〇
㎞
に
あ
る
腰
子
川
に
比
定
し
て
い
る

）
（（
（

。
ま
た
蕃
官
屈
軽
と

は
、
保
安
軍
華
池
寨
の
付
近
に
居
住
す
る
癿
名
族
な
る
小
部
族
の
首
領
、
火
捈
屈
軽
の
こ
と
で
あ
り
、
承
節
郎
の
武
階
（
従
九
品
）
を
有
し
て
第
七
将
の
指
揮
下

に
あ
っ
た

）
（（
（

。

　

さ
て
、
孫
氏
は
こ
れ
ま
で
の
自
身
の
論
考
の
中
で
、
一
三
行
目
に
見
え
る
押
字
を
発
信
者
の
も
の
と
見
て
、
そ
の
字
形
が
一
一
二
八
年
一
二
月
に
徳
靖
寨
が
第

七
将
に
宛
て
た
上
申
文
書
14
（
第
二
章
第
三
節
参
照
）
の
そ
れ
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
本
文
書
の
発
信
者
は
徳
靖
寨
で
あ
る
と
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る

）
（（
（

。
し

か
し
こ
の
押
字
は
正
し
く
は
文
書
受
領
者
の
サ
イ
ン
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
発
信
者
は
第
七
将
の
吏
員
で
、
受
信
者
は
第
七
将
の
官
員
と
考
え
ら
れ
る
。

二　

宋
代
官
司
の
文
書
処
理
手
続
き
と
「
検
文
書
」

（
１
）「
検
文
書
」
の
書
式

　
「
検
文
書
」
に
関
す
る
先
行
研
究
は
乏
し
く
、
専
論
は
孫
継
民
・
陳
瑞
青
二
〇
〇
六
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
孫
・
陳
両
氏
は
、
前
章
に
挙
げ
た
八
点
の
う

ち
Ａ
～
Ｄ
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
、
⑴
冒
頭
行
に
「
検
」
と
一
字
の
み
記
す
点
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
は
そ
れ
以
外
に
も
多
く
の
共
通
点
が
あ
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
。

⑵　

本
文
の
直
前
に
、
他
の
官
司
或
い
は
官
人
か
ら
官
文
書
が
到
来
し
た
こ
と
ま
た
は
そ
の
要
旨
が
、
や
や
行
頭
を
下
げ
て
記
さ
れ
る
（
Ｂ
の
み
案
件
の
調

査
結
果
を
記
す
）。

⑶　

本
文
が
「
右
」
で
開
始
さ
れ
る
。

⑷　

本
文
の
次
行
に
「
日
付
＋
文
書
作
成
者
名
」
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
日
付
は
年
月
を
明
記
す
る
も
の
の
、
日
に
ち
は
空
白
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
Ａ
（
と

Ｈ
）
は
作
成
者
名
の
下
に
「
検
」
字
を
書
く
。

⑸　

⑷
の
前
後
に
、
他
の
官
司
・
官
人
に
文
書
を
送
る
よ
う
指
示
し
た
判
辞
が
朱
筆
で
記
さ
れ
る
。
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⑹　

さ
ら
に
最
後
尾
に
⑸
と
同
筆
で
日
に
ち
と
押
字
を
大
書
し
、
日
に
ち
の
上
に
は
朱
方
印
が
押
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
特
徴
は
次
の
書
式
図
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
　
「
検
文
書
」
復
元
書
式

　
　

①　

検

　
　

②　
　

 
他
官
司
か
ら
の
文
書
の
引
用
・
要
旨

 

　
　

③　

右
、
…
…
〔
本
文
〕
…
…
。

　
　

④　
　

年
月　

日　
 

文
書
作
成
者
名

 

（
検
）

　
　

⑤　
　
「 

〔
判
辞
〕
件
数
＋
文
書
書
式
名
＋
宛
先
（
＋
案
件
内
容
）

 

」　　
　
　

※
判
辞
は
朱
筆

　
　

⑥　
　
「
某
日
」（
押
印
）
＋
押
字

　

一
方
で
、「
宋
西
北
文
書
」
を
通
覧
し
た
と
こ
ろ
、
冒
頭
に
「
検
」
字
こ
そ
無
い
も
の
の
右
の
書
式
に
ほ
ぼ
合
致
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
、
Ｅ
～
Ｈ
の
四

点
で
あ
る
。
表
１
は
、
以
上
の
八
点
の
共
通
点
を
一
覧
化
し
た
も
の
で
、
最
下
段
に
は
孫
継
民
氏
が
推
定
す
る
発
信
者
・
受
信
者
を
ま
と
め
て
あ
る
。
Ｆ
の
み
冒

頭
に
「
検
」
で
な
く
発
信
部
局
名
で
あ
る
「
兵
案
」
と
記
す
も
、
⑵
～
⑹
の
要
素
は
Ａ
～
Ｄ
と
一
致
し
て
い
る
。
Ｅ
は
冒
頭
の
欠
落
が
著
し
く
、
首
三
行
が
⑵
に

相
当
す
る
と
い
う
確
証
は
無
い
し
、
文
末
の
判
辞
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
文
書
作
成
者
が
Ｆ
と
同
じ
く
呉
湛
で
あ
る
こ
と
、
本
文
末
尾
に
Ｃ
・
Ｆ
・
Ｇ
・

Ｈ
の
よ
う
に
他
官
司
へ
の
文
書
伝
達
を
要
請
す
る
文
言
「
今
＋
文
書
書
式
名
＋
宛
先
」
が
あ
る
な
ど
の
共
通
点
か
ら
、
こ
れ
も
「
検
文
書
」
と
見
な
し
た
。
文
書

の
末
尾
部
分
し
か
残
っ
て
い
な
い
Ｇ
だ
が
、
や
は
り
「
今
＋
文
書
書
式
名
＋
宛
先
」
と
い
う
要
素
を
持
つ
た
め
、
敢
え
て
「
検
文
書
」
に
含
め
て
い
る
。
こ
の
ほ

か
、
各
文
書
に
は
些
細
な
相
違
点
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
総
じ
て
こ
れ
ら
は
同
じ
書
式
に
則
っ
て
作
成
さ
れ
た
文
書
群
と
見
な
し
う
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ

う
な
形
式
を
備
え
る
「
検
文
書
」
と
は
如
何
な
る
機
能
を
有
し
、「
宋
西
北
文
書
」
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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（
２
）「
検
文
書
」
の
機
能
─
─
孫
継
民
・
陳
瑞
青
説
の
再
検
討
─
─

　

孫
継
民
・
陳
瑞
青
両
氏
は
、
前
掲
の
「
検
文
書
」
書
式
要
素
の
う
ち
①
冒
頭
行
に
見
え
る
「
検
」
字
に
着
目
し
、
次
の
宋
代
漢
籍
史
料
に
見
え
る
記
事
か
ら
、

こ
れ
ら
を
公
文
書
の
草
稿
と
し
て
い
る

）
（（
（

。

『
春
明
退
朝
錄
』
巻
下

）
（（
（

凡
そ
公
家
の
文
書
の
槁
（
稿
）は

、
中
書
は
之
を
「
草
」
と
謂
い
、
枢
密
院
は
之
を
「
底
」
と
謂
い
、
三
司
は
之
を
「
検
」
と
謂
う
。
今
、
秘
府
（
禁
中
の
書

庫
）
に
梁
朝
の
宣
底
（
詔
勅
の
底
本
）
三
巻
有
る
は
、
即
ち
正
明
（
＝
貞
明
年
間
、
九
一
五
～
九
二
一
年
）
中
の
崇
政
院
の
書
な
り
。
検
は
即
ち
州
県
の
通

表１　「検文書」一覧
○：該当項目有り　　×：無し　　──：文書欠損部分

Ｈ Ｇ Ｆ Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ

─
─

─
─

（
兵
案
）

─
─ ○ ○ ○ ○ ⑴

○ ─
─ ○ ？ ○ ○

（
調
査
の
要
旨
）

○ ⑵

○ ─
─ ○ ─

─ ○ ○ ○ ○ ⑶

建
炎
二
年
十
二
月
日
。
検
。

建
炎
二
年
十
二
月　

日
。
□
□　

一
。

靖
康
元
年
閏
十
一
月  

日
。呉
湛  

□
。

宣
和
七
年
九
月　

日
。
呉
湛　

□
。

建
炎
二
年
十
二
月　

日
。
潘
定
。

靖
康
元
年
正
月　

日
。
呉
湛　

□
。

宜
和
七
年
正
月　

日
。
張
沢　

□
。

宣
和
七
年
正
月　

日
。
張
沢　

検
。

⑷

× × ○ × ○ ○ ○ ○ ⑸

初
九
日

初
四
日

十
六
日

十
五
日

初
四
日

二
十
七
日

─
─

十
一
日

日
付

⑹
─
─

─
─ 押

字

× × × ─
─

─
─

徳
靖
寨
→
（
制
置
経
略
待
制
行
府
？
）

金
湯
城
→
制
置
経
略
待
制
行
府

統
制
司
呉
湛
→
保
安
軍

統
制
司
呉
湛
→
（
金
湯
城
？
）

第
七
将
→
通
慶
城

統
制
司
→
経
略
使
衙

第
七
将
→
（
言
及
な
し
）

第
七
将
将
司
張
沢
→
（
言
及
な
し
）

発
信
者
→
受
信
者
［
孫
継
民
二
〇
〇
九
］



60

⑴
奏
状
式
（
臣
下
・
内
外
官
司
の
意
見
陳
情
）

　

①　

発
出
主
体

　

②　
　

事
書

　

③　

右
…
〔
本
文
〕
…
謹
録
奏

　
　
　

聞
。
謹
奏
。

　

④　
　
　

年
月　

日
。

文
書
作
成
者

 

状
奏
。

　

⑤　
　
　
　
　
　
　
　

発
出
責
任
者

　
　

※ 

文
書
発
出
の
責
任
者
は
④
の
左
行
に
続
け
て
記

す
。
他
の
官
文
書
書
式
も
同
様
。

　
　

※ 

④
「
宋
西
北
文
書
」
49
で
は
文
書
作
成
者
名
の
下

に
「
上
」
と
記
す
。

　

●
49
［『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、二
一
二
頁
］

　

1　

尚 

書
吏
部

　

2　
　
　
　

武
功
大
夫
趙
進
忠
遇

　

3　
　
　
　

 

冬
祀
大
禮
、
乞
子
徳
誠
使
臣
、
本
貫
保
安
軍

　

4　
　
　
　

人
、
年
貳
拾
捌
。

　

5　
　
　

右
、
擬
補
承
節
郎
。

　

6　

太…

師　

魯　

國　

公　

臣　

京　

不
書
。

　

7　
　
　

復　

太　

宰　

臣　

居
中
。

　

8　
　
　
　
　
　
　

宰　

臣　

深
。

　

9　
　
　

復　

左　

丞　

臣　

黼
。

　

10　
　
　
　
　
　
　

丞　

闕
。

　

11　
　
　
　
　
　
　

 

書　

臣　

光
疑　

等
言
。
謹
擬
。

　

12　
　

右
、
謹
以
申

　

13　

聞
。
謹
奏
。

　

14　
　
　
　

 

政
和
八
年
二
月　

日
。
員
外
郎
張  

動  

上
。

　

15　

給　

事　

中　

臣　

王　

靚　

讀
。

　

16　

門　

下　

侍　

郎　

臣　

薛　

昴　

省
。

　

17　
　

 

復
少
保
太
宰
兼
門 

下
□
□　

臣　

居
中
□
。

⑵
申
状
式
（
統
属
関
係
に
お
い
て
の
上
申
文
書
）

　
　

①　

発
出
主
体

　
　

②　
　

事
書

　
　

③　

右
…
〔
本
文
〕
…
謹
具
申

　
　
　
　

宛
先

。
謹
状
。

　
　

④　
　
　

年
月　

日
。

文
書
作
成
者

 

状
。

　

●
実
例
は
本
稿
史
料
64
を
参
照
。

⑶
牒
式
（ 

直
接
の
統
属
関
係
に
無
い
官
司
・
官
人

間
で
の
伝
達
）

　
　

①　

発
出
主
体
　

牒　

宛
先

　
　

②　
　
　

事
書

　
　

③　

牒
…
〔
本
文
〕
…
謹
牒
。

　
　

④　
　
　

 

年
月　

日 

　
　

⑤　

発
出
責
任
者
　
（
押
字
）

　

●
36
［『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、一
九
九
頁
］

　
　

1　

策
應
環
慶
路
軍
馬　

牒　

第
七
將

　
　

2　

先
准

　
　

3　

經
略
使
牙
劄
子
、
差
統
制
諸
将
科
定
策
應

　
　

4　

環
慶
路
軍
馬
。
自
来
累
牒
彼
依
數
揀
選
、

　
　

5　

團
結
齊
整
、
准
備
不
測
勾
抽
、
便
要
起
發

　
　

6　

去
訖
。
數
内
第
七
将
須
專
行
遣
。

　
　

7　
　

人
貳
阡
人

　
　

8　
　

馬
貳
佰
疋

　
　

9　

牒
、
契
勘
今
来
探
報
緊
急
、
西
賊
大

　
　

10　

兵
待
於
環
慶
路
出
没
、
候
到
、
請
詳
□

　
　

11　

立
便
将
前
項
科
定
人
馬
、
火
急
整

　
　

12　

結
成
隊
伍
及
軍
器
什
物
摐
摐
足

　
　

13　

□
、
為
待 

敵 

之 

計
。
准
備
寅
夜
不

　

●
61
［『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、二
二
四
頁
］

　
　
〔　

前　
　

欠　

〕

　
　

1　
［　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

］

　
　

2　

請
速
滯
。
謹
牒
。

　
　

3　
　
　

宣
和
七
年
正
月
初
七
日
。

　
　

4　
　
　
　
　

第
七
将
。

　
　

5　
［　
　

］
策
應
環
慶
路
軍
馬
潘
［　
　

］

49
表
２　

宋
代
官
文
書
書
式
図
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3661

⑷
関
式
（
官
司
内
平
行
文
書
）

　
　

①　

発
出
主
体

　
　

②　

事
書

　
　

③　
　

右
、
関
…
〔
本
文
〕
…

　
　
　
　
　

宛
先

。
謹
関
。

　
　

④　

年
月　

日
。

　

●
「
宋
西
北
文
書
」
中
に
実
例
無
し
。

⑸
符
式
（
統
属
関
係
に
お
い
て
の
下
達
文
書
）

　
　

①　

発
出
主
体

　
　

②　
　

事
書

　
　

③　

宛
先

主
者
…
〔
本
文
〕
…
符
到
施
行
。

　
　

④　

 

年
月
日 

下

　

●
「
宋
西
北
文
書
」
中
に
実
例
無
し
。

⑹
帖
式
（
略
式
の
下
達
文
書
）

　
　

①　

発
出
主
体

　
　

②　
　

事
書

　
　

③　

右
、
帖 

宛
先

 

…
〔
本
文
〕
…
。

　
　
　

年
月　

日
。
帖
。

　
　

④　

発
出
責
任
者

（
押
字
）

　

●
実
例
は
本
稿
史
料
66
を
参
照
。

⑺
劄
付
（
緊
急
時
の
下
達
命
令
文
書
）

　
　

①　

発
出
主
体

　
　

②　
　

事
書

　
　

③　

 

右
、
劄
付

宛
先

  
…
〔
本
文
〕
…
准
此
。

　
　

④　

宛
先

　
　

⑤　

年
月
日　
　
（
押
字
）

●
65
［『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、二
二
八
頁
］

　
　

1　

鄜
延
路
都
總
管
司

　
　

2　

據
状
申
、
先
支
降
到
招
軍
銅
錢
關
子
肆
道
、

　
　

3　
　

 

□
責
得
神
虎
十
七
軍
員
曹
進
分
析
、
稱
指
揮
使

　
　

4　
　

 

齊
徳
管
押
擔
擎
人
、
齎
關
子
於
七
月
九
日
往

　
　

5　
　

東
京
請
錢
去
、
伏
乞
照
會
。

　
　

6　
　
　

 

右
、
劄
付
第
七
将
。
更
切
差
撥
信
實
人
前

　
　

7　
　
　

去
催
促
齊
徳
、
請
領
銅
錢
變
買
輕
齎

　
　

8　
　
　

前
来
應
副
招
兵
支
用
。
不
管
稍
有
虧

　
　

9　
　
　

損
失
陥
官
錢
。
具
已
請
到
錢
數
變
買

　
　

10　
　
　

到
輕
齎
色
額
供
申
。
准
此
。

　
　

11　
　
　
　

第
七
将

　
　

12　

建 

炎
元
年
九
月
初
四
日
。　
　
（
押
字
）

65
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称
な
り
（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）。

　

確
か
に
、
州
県
な
ど
地
方
に
お
い
て
公
文
書
の
草
稿
は
「
検
」
と
通
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
右
の
史
料
は
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
自
説
の
補
強
材

料
と
し
て
、
文
書
上
の
文
字
の
乱
雑
さ
（
Ａ
・
Ｄ
）、
書
き
間
違
い
（
Ｄ
）、
加
筆
（
Ｄ
）、
衍
字
（
Ｂ
）
な
ど
は
、「
検
文
書
」
が
草
稿
で
あ
る
こ
と
の
証
左
だ
と

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
の
「
検
文
書
」
が
草
稿
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
作
成
し
た
官
司
内
に
留
め
置
か
れ
て
内
容
を
別
紙
に
清
書
し
直

し
、
そ
の
後
に
官
印
を
押
し
た
そ
の
別
紙
が
官
司
外
に
発
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
Ｃ
・
Ｄ
の
文
末
に
は
官
印
が
押
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
草
稿

で
は
な
く
実
際
の
施
行
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
に
対
し
孫
・
陳
氏
は
、
重
要
か
つ
緊
急
を
要
す
る
案
件
で
あ
れ
ば
、
草
稿
に
直
接
官
印

を
押
し
て
官
司
外
に
発
出
し
た
と
想
定
し
、
Ｃ
・
Ｄ
文
書
の
朱
方
印
は
、
文
書
を
作
成
し
た
官
司
（
の
長
）
が
押
印
し
た
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
前
提

の
も
と
、
本
文
の
筆
致
、
印
文
、
押
字
の
比
較
か
ら
表
１
の
よ
う
に
発
信
者
と
受
信
者
を
割
り
出
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
両
氏
の
主
張
に
は
い
く
つ
か
の
疑
問
符
が
付
く
。
ま
ず
、
宋
代
官
文
書
中
に
現
れ
る
「
検
」
は
文
書
案
件
の
点
検
・
検
査
を
意
味
す
る
場
合
も
あ

り
、
一
概
に
こ
れ
だ
け
を
も
っ
て
草
稿
と
即
断
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
字
の
乱
雑
さ
や
誤
字
が
、
そ
の
ま
ま
「
検
文
書
」
が
草
稿
で
あ
る
こ
と
の
十

分
条
件
を
満
た
す
に
は
至
ら
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
中
央
ア
ジ
ア
出
土
唐
代
官
文
書
の
中
に
、
誤
字
脱
字
を
含
ん
だ
ま
ま
官
印
を
押
さ
れ
て
正
式
に
発
出
さ
れ

た
実
例
を
我
々
は
知
っ
て
い
る
し
、
何
よ
り
当
の
「
宋
西
北
文
書
」
中
に
も
、
正
式
な
手
続
き
を
経
て
発
出
さ
れ
た
官
文
書
中
に
、
加
筆
・
誤
字
・
衍
字
等
が
確

認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

）
（（
（

。

　

そ
し
て
、「
検
文
書
」
が
実
際
に
発
出
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
の
文
書
も
発
出
し
た
官
司
名
が
記
さ
れ
ず
、
ま
た
書
式
要
素
の
④
文
書
作
成
者
も
、

名
前
の
み
で
所
属
や
官
銜
が
無
い
点
も
気
に
な
る
。
こ
れ
で
は
文
書
の
発
信
主
体
が
文
書
上
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
施
行
文
書
と
し
て
重
大
な
欠

落
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
も
、
彼
ら
の
説
に
疑
義
を
残
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
官
司
・
官
人
間
を
行
き
来
す
る
宋
代
の
官
文
書
は
、
唐
代
と
同
様
に
発

信
者
・
受
信
者
の
統
属
・
上
下
関
係
或
い
は
案
件
内
容
に
応
じ
て
一
定
の
書
式
を
備
え
て
作
成
さ
れ
、
そ
の
書
式
は
北
宋
元
豊
年
間
に
編
ま
れ
た
司
馬
光
『
書

儀
』
や
南
宋
慶
元
勅
令
格
式
を
元
に
し
た
『
慶
元
条
法
事
類
』、
さ
ら
に
「
宋
西
北
文
書
」
中
の
実
例
に
よ
り
前
頁
表
２
の
よ
う
に
復
元
さ
れ
る

）
（（
（

。
孫
・
陳
説
の

ご
と
く
、「
検
文
書
」
が
官
文
書
の
草
稿
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
表
の
書
式
の
い
ず
れ
か
に
準
じ
て
作
成
さ
れ
る
は
ず
だ
が
、
前
節
の
「
検
文
書
」
の
書
式
は
全

く
合
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
前
章
に
挙
げ
た
和
訳
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
検
文
書
」
は
い
ず
れ
も
他
の
官
司
・
官
人
か
ら
到
来
し
た
文
書
の
案
件
を
検
討
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し
、
そ
の
為
す
べ
き
処
置
や
関
係
機
関
・
関
係
者
へ
の
文
書
伝
達
に
つ
い
て
上
役
に
判
断
を
仰
ぐ
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
は
、「
検
文
書
」
が
草
稿
で
も
官

司
・
官
人
間
を
通
行
し
た
文
書
で
も
な
く
、
事
務
処
理
の
た
め
の
官
司
内
で
作
成
さ
れ
た
文
書
と
い
う
、
孫
・
陳
説
と
は
全
く
別
な
機
能
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

（
３
）
官
司
内
の
文
書
処
理
手
続
き

　

そ
も
そ
も
、「
宋
西
北
文
書
」
に
対
す
る
孫
継
民
・
陳
瑞
青
氏
ら
の
誤
解
の
ひ
と
つ
に
、「
検
文
書
」
書
式
要
素
の
⑤
⑥
に
あ
る
、
日
付
＋
文
書
作
成
者
の
後
に

記
さ
れ
る
別
筆
の
判
辞
、
日
付
、
押
字
、
朱
方
印
を
、
し
ば
し
ば
発
信
者
（
或
い
は
発
出
官
司
の
長
官
）
の
も
の
と
見
な
す
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
検

文
書
」
Ｄ
・
Ｇ
・
Ｈ
は
い
ず
れ
も
同
じ
押
字
を
共
有
し
て
い
る
が
、
彼
ら
に
従
え
ば
こ
れ
ら
は
と
も
に
同
じ
官
司
か
ら
発
出
さ
れ
た
文
書
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
一
方
で
彼
ら
は
、
本
文
の
筆
致
・
印
文
・
押
字
の
比
較
検
討
か
ら
、
表
１
の
よ
う
に
三
点
と
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
発
信
者
と
受
信
者
を
割
り
出
し
て

お
り
、
大
き
な
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
筆
者
は
、
⑤
⑥
を
受
信
者
に
よ
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
で
、
こ
の
矛
盾
点
の
み
な
ら
ず
「
検
文

書
」
の
性
格
を
も
解
決
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
文
書
末
尾
の
押
字
や
朱
方
印
に
つ
い
て
ま
ず
は
検
討
し
た
い
。

　

一
般
に
官
文
書
は
、
発
信
者
か
ら
受
信
者
へ
渡
っ
た
後
に
、
受
信
者
に
よ
る
受
理
手
続
き
を
経
て
、
さ
ら
に
料
紙
を
貼
り
継
い
で
担
当
者
に
よ
る
調
査
報
告
が

追
記
さ
れ
る
な
ど
、
発
信
者
・
受
信
者
間
を
移
動
す
る
文
書
か
ら
、
証
拠
書
類
や
決
裁
の
帳
簿
へ
と
そ
の
機
能
を
変
化
さ
せ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
官

文
書
に
記
載
さ
れ
る
全
て
の
情
報
が
発
信
者
の
も
の
と
は
限
ら
ず
、「
宋
西
北
文
書
」
に
お
い
て
も
文
末
に
受
領
記
録
や
決
裁
手
続
き
の
痕
跡
を
留
め
て
い
る
も

の
が
多
い
。
次
に
掲
げ
る
64
番
文
書
は
、
通
慶
城
に
派
遣
さ
れ
た
第
七
将
の
副
将
が
靖
康
二
年
（
一
一
二
七
）
四
月
に
第
七
将
に
宛
て
た
申
状
式
の
上
申
文
書
で

あ
る

）
（（
（

。

　
〔
録
文
〕

　
　

1　

□
（
鄜
）延

路
第
七
副
将

　
　

2　
　
　
　

准
第
七
将
牒
四
道
、
並
為
招
収
諸
處
潰
散
兵
馬
、
仍
希
已
施

　
　

3　
　
　
　

行
次
第
公
文
回
示
者
。
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4　

□
（
右
）、

依
准 

右
：

移
録
せ
ず
。

　
　

5　

□
（
指
）揮

、
已
出
牓
通
慶
城
街
市
曉
諭
、
招
集
施
行
去
訖
。
謹
具
申 

指
：

移
録
せ
ず
。

　
　

6　

第
七
将
。
謹
状
。

　
　
　
　
　
　
　
　

┌　
　
　
　

┐

　
　

7　
　

靖
□
（
康
）二 

年
四
月　

日
。
忠
翊
郎
權
知
通
慶
城
權
□
（
第
）七 

副 

将
潘　
　

通
□
（
状
）。 

状
：

移
録
せ
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　

└　
　
　
　

┘

　
　

8　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
功
郎
鄜
延
路
第
七
副
将
張　
　

順
出
。

　
　

9　
「
□
（
副
）将

公
文
見
収
集
潰
散
人
」

）
（（
（

。 
 

　
　

10　
　
　
　
　
　
　
　

（
墨
印
）　　
　

（
押
字
）

　
〔
和
訳
〕

　
　

鄜
延
路
第
七
副
将

受
領
し
た
第
七
将
の
牒
式
文
書
四
通
［
の
案
件
］
は
全
て
、「
潰
滅
四
散
し
た
兵
馬
を
招
集
し
、
さ
ら
に
す
で
に
実
施
し
た
次
第
に
つ
き
文
書
に

よ
っ
て
回
答
さ
れ
た
し
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

右
［
の
こ
と
が
ら
に
つ
き
］、
受
け
取
っ
た
［
第
七
将
の
］
指
示
に
従
い
、
す
で
に
通
慶
城
の
市
中
に
掲
示
を
張
り
出
し
て
告
知
し
、
招
集
を
実
施
し
終

わ
っ
た
。
謹
ん
で
具
に
第
七
将
に
上
申
す
る
。
謹
ん
で
状
す
。

　
　
　
　

靖
康
二
年
（
一
一
二
七
）
四
月　

日
。
忠
翊
郎
権
知
通
慶
城
権
第
七
副
将
潘
通
、
状
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
功
郎
鄜
延
路
第
七
副
將
張　
　

順
（
出
使
中
に
つ
き
不
在
）。

　
　
「
副
将
か
ら
の
文
書
に
は
、
現
在
潰
滅
四
散
し
た
人
員
を
集
結
さ
せ
た
と
あ
る
」。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
墨
印
）　　
　

（
押
字
）

64

こ
の
行
は
別
筆
・
朱
筆
。



65 宋代「検文書」攷（赤木）

　

七
～
八
行
目
に
は
年
月
日
と
作
成
者
、
九
行
目
に
は
朱
筆
判
辞
、
一
〇
行
目
に
日
に
ち
と
押
字
が
あ
り
「
検
文
書
」
と
同
じ
形
式
を
有
し
て
い
る
が
、
一
〇
行

目
の
日
付
は
毛
筆
で
な
く
墨
印
を
押
し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
〇
行
目
の
押
字
は
、「
検
文
書
」
の
テ
キ
ス
ト
Ｆ
と
同
じ
で
あ
る
。
な
お
、
七

行
目
の
よ
う
に
、
上
申
文
書
の
日
付
は
年
月
の
み
記
し
日
は
空
け
て
お
く
の
が
唐
代
よ
り
通
例
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
七
行
目
に
は
朱
方
印
が
あ
る
も
、
判

読
し
難
い
。
さ
て
、
本
文
書
は
、
第
七
将
に
属
す
る
副
将
が
指
示
ど
お
り
に
四
散
し
た
兵
士
を
集
結
さ
せ
た
旨
を
第
七
将
に
報
告
し
た
上
申
文
書
で
あ
る
。
表
２

─
⑵
と
比
べ
合
わ
せ
れ
ば
、
冒
頭
一
行
目
が
発
出
主
体
、
二
～
三
行
目
が
事
書
、
四
～
六
行
目
が
文
書
本
文
、
七
～
八
行
目
は
日
付
と
文
書
作
成
者
で
、
こ
こ
に

は
副
将
本
人
が
作
成
者
と
し
て
自
署
し
て
い
る
か
ら
（
内
一
名
は
不
在
）、
八
行
目
ま
で
が
副
将
の
発
し
た
申
状
式
書
式
で
あ
り
、
九
～
一
〇
行
目
は
受
信
者
の

手
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
九
行
目
は
、
副
将
か
ら
の
文
書
の
内
容
を
確
認
し
た
受
信
者
に
よ
る
添
え
書
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
一
〇
行
目
の
押
字
は
、
次

の
66
か
ら
受
信
者
た
る
第
七
将
の
将
官
の
も
の
と
決
定
で
き
る

）
（（
（

。

　
〔
録
文
〕 

　
　

1　

第
七
将

　
　

2　
　

右
、
今
有
（
差
？
）人

准
此
堅
勒
（
靱
）漢

弓 

准
：

「
将
」。

　
　
　
　
　
　
　

┌　
　

┐

　
　

3　
　

箭
手
第
三
十
一
指
揮
蘓
玘
壹
名

　
　
　
　
　
　
　

└　
　

┘　
　

┌　
　

┐

　
　

4　
　

送
、
本
指
揮
知
管
。
別
聽
本
将
指 

指
揮
知
：

移
録
せ
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

└　
　

┘

　
　

5　
　

揮
、
仍
取
知
管
文
状
連
申
。
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌　
　

┐

　
　

6　
　

炎
元
年
六
月
初
七
日
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

└　
　

┘

66
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7　
　
　
　

差
李
懐
。
限
一
日
。 

差
・
限
・
日
が
朱
筆
。

　
　

8　
「
将
」　　
　
　
　
　

（
押
字
）

　
〔
和
訳
〕

　
　

第
七
将

右
［
の
こ
と
が
ら
に
つ
き
］、
今
、
人
を
派
遣
し
て
堅
靱
な
る
漢
弓
箭
手
第
三
十
一
指
揮
の
蘓
玘
を
本
指
揮
に
送
ら
せ
る
の
で
、
監
督
せ
よ
。
こ
れ
と
は

別
に
本
将
（
＝
第
七
将
）
の
指
示
を
聞
き
、
さ
ら
に
監
督
し
文
書
に
よ
り
続
け
て
上
申
せ
よ
。
建
炎
元
年
（
一
一
二
七
）
六
月
初
七
日
。

　
　
　
　
　
　

李
懐
を
派
遣
す
る
。
一
日
に
限
れ
。

　
　

将　
　
　
　
　
　
　
　

（
押
字
）

　

本
文
書
は
、
第
七
将
か
ら
配
下
の
漢
弓
箭
手
第
三
十
一
指
揮
と
い
う
部
隊
に
宛
て
た
下
達
文
書
で
、
李
懐
に
蘓
玘
を
送
り
届
け
さ
せ
る
の
で
、
彼
を
監
督
し
そ

の
次
第
を
文
書
に
よ
り
報
告
せ
よ
、
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
三
箇
所
に
朱
方
印
「
鄜
延
路
／
第
七
将
／
司
之
印
」
が
あ
る

）
（（
（

。
孫
継
民
氏
は
本
文
書
を
上
申
文
書
と

し
て
い
る
が
、
内
容
は
明
ら
か
に
命
令
下
達
文
書
で
あ
り
そ
の
解
釈
は
誤
り
で
あ
る

）
（（
（

。
ま
た
本
文
書
が
下
達
文
書
で
あ
る
こ
と
の
証
左
と
し
て
、
文
頭
・
中
間
・

文
末
に
一
箇
ず
つ
押
す
押
印
方
法
が
挙
げ
ら
れ
る
。
九
～
一
〇
世
紀
の
敦
煌
文
献
を
精
査
し
た
坂
尻
彰
宏
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
押
印
方
法
は
上
位
者
か
ら

下
位
者
に
出
さ
れ
た
下
達
文
書
に
特
有
の
押
印
方
法
で
あ
り
、
一
方
で
上
申
文
書
の
場
合
に
は
文
末
の
日
付
な
い
し
署
名
の
部
分
に
一
箇
だ
け
押
す
と
い
う

）
（（
（

。
さ

ら
に
こ
の
文
書
の
書
式
は
、
だ
い
ぶ
形
式
が
省
略
さ
れ
て
は
い
る
が
、
表
２
─
⑹
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
本
文
が
「
右
」
で
始
ま
り
、
ま
た
本
文
の
直
後
に
続

け
て
日
付
が
記
さ
れ
る
な
ど
の
点
か
ら
、
略
式
の
下
達
文
書
で
あ
る
帖
式
の
変
形
と
考
え
ら
れ
る
。
帖
式
は
末
尾
に
「
発
出
責
任
者
＋
押
字
」
を
記
す
き
ま
り
に

な
っ
て
い
る
が
、
八
行
目
が
そ
れ
に
あ
た
り
、
上
部
に
大
書
さ
れ
た
「
将
」
は
文
書
の
発
出
責
任
者
で
あ
る
第
七
将
の
将
官
、
下
に
あ
る
押
字
は
将
官
そ
の
人
の

自
署
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
前
掲
64
の
押
字
と
同
一
で
あ
る
こ
と
は
『
俄
蔵
黒
水
城
』
の
写
真
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
64
の
一
〇
行
目
の
日
付
墨
印
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
が
官
司
に
到
来
し
た
官
文
書
に
押
す
受
領
印
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
『
慶
元
条
法
事
類
』
巻
一
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六
、
文
書
門
一
、
程
限
、
職
制
令
条
よ
り
わ
か
る

）
（（
（

。

諸
そ
官
司
の
受
く
る
と
こ
ろ
の
事
は
、
皆
日
印
を
用
い
よ
。
当
日
受
く
る
は
次
日
に
付
せ
。
事
速
か
に
し
及
び
見
に
囚
徒
を
送
る
は
、
皆
即
時
に
発
付
せ

よ
。
其
の
行
遣
す
る
に
小
事
な
れ
ば
伍
日
に
限
り
（
須
く
検
覆
す
べ
か
ら
ざ
る
者
を
謂
う
）、
中
事
な
れ
ば
拾
日
（
須
く
検
覆
す
べ
き
案
或
い
は
須
く
勘
会

す
べ
き
者
を
謂
う
）、
大
事
な
れ
ば
貳
拾
日
な
り
（
計
算
・
簿
帳
或
い
は
須
く
議
論
す
べ
き
者
を
謂
う
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
官
司
が
受
領
し
た
文
書
に
は
日
付
印
を
押
し
て
そ
の
日
を
基
準
と
し
、
文
書
の
発
出
や
事
案
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
案
件
を
検
査
（
検
覆
）
や

審
議
（
勘
会
）
す
べ
き
か
否
か
そ
の
重
要
度
に
応
じ
て
所
用
日
数
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
日
付
（
年
月
日
）
と
文
書
作
成
者
の
後
に
付
さ
れ
た
朱
方
印
や
日
付
、
押
字
は
、
文
書
受
領
の
一
連
の
手
続
き
に
お
い
て
記
入
・
押
印
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
文
書
発
信
者
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

さ
て
、「
検
文
書
」
の
機
能
の
検
討
と
い
う
本
来
の
目
的
に
立
ち
返
っ
て
み
る
と
、
実
は
「
検
文
書
」
は
、
判
明
す
る
限
り
で
は
い
ず
れ
も
第
七
将
の
属
吏
か

ら
将
官
等
の
官
員
へ
宛
て
た
文
書
で
あ
っ
た
と
想
定
し
う
る
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
テ
キ
ス
ト
Ａ
・
Ｂ
は
、
第
七
将
に
属
す
る
吏
員
・
張
沢
が
意
見
具
申
す
る
文
書
で
あ
り
、
と
も
に
文
書
末
尾
に
押
字
や
押
印
が
無
い
も
の
の
、
そ
の
宛
先

は
、
当
然
第
七
将
か
そ
の
所
属
長
で
あ
る
将
官
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
Ａ
・
Ｂ
の
判
辞
部
分
で
は
、
第
七
将
の
副
将
に
牒
式
文
書
を
出
し
て
押
教
曹
案
族
司

な
る
吏
員
、
宋
千
や
王
順
、
王
青
ら
を
出
頭
さ
せ
る
よ
う
指
示
を
下
し
て
い
る
（
Ａ
32
、
九
・
一
一
行
目
、
Ｂ
25
、
八
行
目
）。
先
述
の
64
二
行
目
で
は
「
准
け

た
る
第
七
将
の
牒
四
道
に
…
…
」
と
副
将
が
第
七
将
か
ら
牒
式
文
書
を
受
け
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で

）
（（
（

、
Ａ
・
Ｂ
に
お
い
て
副
将
に
牒
式
文
書
を
送
る
よ
う
指

示
し
て
い
る
受
信
者
は
第
七
将
と
見
て
よ
い
。

　

次
に
、
呉
湛
を
文
書
作
成
者
と
す
る
Ｃ
・
Ｅ
・
Ｆ
だ
が
、
Ｃ
は
Ｅ
・
Ｆ
と
筆
致
が
異
な
り
、
こ
の
文
書
の
み
発
信
者
・
受
信
者
を
特
定
し
難
い
。
し
か
し
将
に

属
す
る
吏
員
・
呉
湛
を
文
書
起
草
者
と
す
る
Ｅ
・
Ｆ
の
う
ち
Ｆ
の
受
信
者
の
押
字
（
一
一
行
目
）
は
、
先
ほ
ど
の
64
・
66
の
押
字
と
一
致
す
る
た
め
、
Ｆ
の
受
信

者
も
第
七
将
将
官
と
わ
か
る
。

　

最
後
に
、
建
炎
二
年
（
一
一
二
八
）
十
二
月
と
い
う
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
Ｄ
・
Ｇ
・
Ｈ
は
、
文
書
作
成
者
こ
そ
特
定
で
き
な
い
も
の
の
、
こ
の
三
点
に
共
通
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す
る
二
種
類
の
押
字
は
、
鄜
延
路
下
に
置
か
れ
た
徳
靖
寨
か
ら
第
七
将
に
宛
て
た
申
状
式
文
書
14
に
も
現
れ
て
い
る

）
（（
（

。

　
〔
録
文
〕

　
　

1　

徳
靖
寨

　
　

2　
　

准
華
池
寨
牒
、
准
合
水
縣
牒
、
當
縣
於
今
月
初
二
日

　
　

3　
　

制
置
待
制
到
縣
止
宿
、
未
知
經
由
去
處
。
請
照
會
、

　
　

4　
　

更
切
關
報
前
路
者
。

　
　

5　

右
、
謹
具
申

　
　

6　

弟
（
第
）七

将
。
謹
状
。

　
　

7　

建
炎
二
年
十
二
月　

日
。
承
信
郎
權
徳
靖
寨
兵
馬
監
押
劉　

廣
「
從
軍
」
状
。

　
　

8　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

從
義
郎
權
知
徳
靖
寨
呂　
「
敦
禮
」。

　
　
　
　
　

┌　

┐

　
　

9　
　

初
五
日
。　
　
　
　
　
（
押
字
）　

（
押
字
）

　
　
　
　
　

└　

┘

　
　
　
　
　

┌　

┐

　
　

10　
　

初
五
日
。　

（
押
字
）　

（
押
字
）

　
　
　
　
　

└　

┘

　
〔
和
訳
〕

　
　

徳
靖
寨

華
池
寨
か
ら
の
牒
文
書
に
よ
れ
ば
、「
受
領
し
た
合
水
県
の
牒
式
文
書
に
よ
れ
ば
、『
当
県
は
、
今
月
初
二
日
に
制
置
待
制
（
＝
王
庶
）
が
県
に
到
着
し
宿

泊
し
た
も
の
の
、［
宿
泊
後
の
］
経
過
や
行
き
先
は
分
か
ら
な
い
。［
王
庶
の
所
在
を
］
照
会
し
、
さ
ら
に
［
華
池
寨
よ
り
］
先
々
へ
［
こ
の
件
を
］
報
告

14
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す
る
よ
う
切
に
お
願
い
し
た
い
』」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　

右
［
の
こ
と
が
ら
に
つ
き
］、
謹
ん
で
具
に
第
七
将
に
上
申
す
る
。
謹
ん
で
状
す
。

　
　

建
炎
二
年
十
二
月　

日
。
承
信
郎
権
徳
靖
寨
兵
馬
監
押
劉
広
（
従
軍
中
に
つ
き
不
在
）
状
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
義
郎
権
知
徳
靖
寨
呂
敦
礼
。

　
　
〔　

後　
　

略　

〕

　

制
置
待
制
と
は
、
前
章
（
Ｄ
・
解
説
）
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
一
一
二
八
年
六
月
～
翌
年
二
月
ま
で
鄜
延
路
経
略
安
撫
使
を
務
め
た
王
庶
の
こ
と
で
あ
る
。
本

文
書
に
よ
れ
ば
、
彼
が
一
二
月
二
日
に
慶
州
合
水
県
に
宿
泊
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
彼
の
所
在
や
行
方
が
不
明
と
な
っ
た
た
め
、
合
水
県
か
ら
華
池
寨
へ
問
い
合

わ
せ
が
あ
り
、
さ
ら
に
華
池
寨
が
第
七
将
へ
こ
の
一
大
事
を
報
告
し
て
き
て
い
る
。
八
行
目
に
は
徳
靖
寨
の
長
官
で
あ
る
呂
敦
礼
が
自
署
し
て
お
り
、
こ
こ
ま
で

が
徳
靖
寨
の
申
状
式
文
書
と
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
、
九
行
目
が
文
書
を
受
理
し
た
第
七
将
の
官
員
に
よ
る
受
領
日
・
押
字
・
押
印
に
相
違
な
く
、
日
付
や
押
字
の

筆
致
が
Ｄ
・
Ｇ
・
Ｈ
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
図
版
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
検
文
書
」
と
は
、
将
の
属
吏
が
第
七
将
の
将
官
や
官
員
へ
宛
て
た

報
告
書
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、「
検
文
書
」
の
文
頭
部
分
に
着
目
す
る
と
、
Ｄ
・
Ｆ
の
右
端
に
は
朱
方
印
の
印
影
が
一
部
残
っ
て
い
る
。
前
章
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
文
書

の
左
右
端
に
あ
る
印
影
は
、
別
文
書
を
貼
り
継
い
だ
紙
縫
の
上
に
押
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
検
文
書
」
が
い
ず
れ
も
、
他
の
官
司
・
官
人
か
ら
第
七
将

に
送
ら
れ
た
文
書
の
内
容
を
検
討
し
そ
の
処
置
を
上
官
に
求
め
る
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、「
検
文
書
」
の
直
前
に
貼
り
継
が
れ
て
い
た
の
は

第
七
将
に
到
来
し
た
文
書
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
実
例
は
次
の
85
番
（
テ
キ
ス
ト
Ｉ
）
か
ら
確
認
さ
れ
る

）
（（
（

。

Ｉ
．
85

　
〔
録
文
〕

　
　
〔　

前　
　

欠　

〕

　
　

1　
［　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

］
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2　

□
監 

押
［　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

］ 

監
押
：

は
移
録
せ
ず
。

　
　

3　

遠
、
即
轉
牒
州
縣
、
逓
送
前
去
、
無
致
依

　
　

4　

前
違
戻
。
所
有
副
將
、
亦
仰
一
面
關
報
。

　
　

5　

仍
具
知
稟
供
申
。
准
此
。

　
　

6　
　
　
「
第
七
将
」。 

朱
筆
・
別
筆
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌　
　

┐

　
　

7　

阜
昌
二
年
八
月
十
五
日
。　
　
　
　
（
押
字
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

└　
　

┘　
　
　

┌　
　

┐

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

紙
縫
上
に
押
印
あ
り
。 

　
　

8　

兵
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

└　
　

┘

　
　

9　
　

□
（
准
）經 

略　

使
牙
（
衙
）劄

子
云
々
。 

准
：

は
移
録
せ
ず
。

　
　
〔　

後　
　

欠　

〕

　
〔
和
訳
〕

…
…
監
督
・
護
送
し
…
…
す
ぐ
に
州
県
に
牒
文
書
を
回
覧
さ
せ
、
逓
送
し
て
送
り
、
以
前
の
如
く
違
反
の
無
い
よ
う
に
せ
よ
。
全
て
の
副
将
も
ま
た
、
一
面

に
報
告
せ
よ
。
さ
ら
に
子
細
に
上
申
・
報
告
せ
よ
。
こ
の
と
お
り
に
せ
よ
。

　
　
　
　

第
七
将
［
へ
送
る
］。

　
　

阜
昌
二
年
（
一
一
三
一
）
八
月
一
五
日　
　
　
　

（
押
字
）

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

　
　

兵
案

　
　
　

受
領
し
た
経
略
［
安
撫
］
使
の
官
衙
の
劄
子
に
云
々
と
あ
っ
た
。

85
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85
は
年
代
の
判
明
す
る
「
宋
西
北
文
書
」
の
中
で
最
も
新
し
い
。
ま
た
こ
の
史
料
群
の
中
で
は
珍
し
く
二
紙
を
接
合
し
た
も
の
で
あ
る

）
（（
（

。
六
行
目
日
付
の
上
に

朱
方
印
が
あ
る
も
印
泥
が
滲
ん
で
判
読
で
き
な
い
た
め
発
信
者
は
不
明
だ
が
、
前
掲
表
２
─
⑺
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
第
一
紙
（
一
～
六
行
目
）
は
第
七
将
に

宛
て
ら
れ
た
劄
付
の
末
尾
部
分
と
わ
か
る
。
先
行
研
究
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
七
行
目
の
直
後
で
新
た
に
紙
を
貼
り
継
い
で
紙
縫
に
朱
方
印
を
押
し

て
い
る
。
こ
の
印
文
も
判
読
し
づ
ら
い
が
、
他
の
「
宋
西
北
文
書
」
と
の
比
較
か
ら
、「
鄜
延
…
…
司
之
印
」
と
は
読
め
そ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、『
文
海
』
の
印

刷
用
紙
を
作
る
た
め
に
西
夏
側
が
別
々
の
文
書
を
貼
り
継
い
だ
の
で
は
な
く
、
既
に
貼
り
継
が
れ
て
巻
子
状
に
な
っ
て
い
た
宋
代
官
文
書
を
『
文
海
』
の
印
刷
用

紙
サ
イ
ズ
に
切
り
揃
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
二
紙
目
に
注
目
す
る
と
、
八
行
目
に
「
兵
案
」
と
い
う
部
局
名
、
次
行
に
他
司
か
ら
の
文
書
の
引
用
を
示
す
の

は
テ
キ
ス
ト
Ｆ
と
全
く
同
じ
構
成
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
第
七
将
で
作
成
さ
れ
た
「
検
文
書
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
九
行
目
に
あ
る
「
經
略
使
牙
劄

子
」
が
一
紙
目
の
劄
子
を
指
す
こ
と
は
疑
い
な
い
か
ら
、「
検
文
書
」
と
は
、
そ
れ
単
体
で
完
結
す
る
文
書
に
あ
ら
ず
、
受
領
し
た
文
書
に
副
え
て
作
成
さ
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
今
度
は
、「
検
文
書
」
の
文
末
に
注
意
す
る
と
、
こ
こ
に
は
関
係
機
関
・
関
係
者
へ
の
文
書
伝
達
に
つ
い
て
判
断
を
仰
ぐ
文
言
「
今
＋
文
書
書
式
名
＋

宛
先
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
文
書
を
発
出
す
る
よ
う
判
辞
が
記
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
官
司
が
文
書
を
発
出
す
る
際
の
事
務
処
理
手
続
き
に

つ
い
て
、『
慶
元
条
法
事
類
』
巻
一
六
、
文
書
門
一
、
文
書
、
文
書
令
条
に
は

）
（（
（

、

諸
事
の

応
あ
ら
ゆ
る

奏
申
は
皆
先
に
具
に
本
司
の
官
の
画
日
書
字
を
検
し
、
司
に
付
し
て
案
を
為
し
、
然
る
後
に
奏
申
せ
よ
（
本
官
の
自
ら
事
を
陳
ぶ
る
者
は
自

ら
留
む
る
を
聽
す
）。
官
司
の
行
移
せ
し
公
文
は
此
に
准
ぜ
よ
。

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
天
子
へ
の
奏
上
に
際
し
て
は
、
当
該
官
司
の
官
員
の
起
草
日
・
押
字
を
点
検
し
、
担
当
部
局
に
回
付
し
て
か
ら
案
を
作
成
す

る
と
い
う
手
順
を
踏
む
よ
う
に
規
定
し
た
も
の
で
、
官
司
が
文
書
を
上
申
す
る
場
合
に
も
同
様
に
せ
よ
と
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
案
と
は
案
巻
の
こ
と
で
あ
り
、
受

領
文
書
と
そ
れ
に
対
す
る
調
書
や
処
決
文
、
さ
ら
に
そ
の
処
決
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
文
書
の
発
給
手
続
き
ま
で
の
書
類
を
、
全
て
貼
り
合
わ
せ
て
巻
子
状
の
帳

簿
と
し
た
も
の
を
言
う
。
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と
す
れ
ば
、
他
の
官
司
・
官
人
か
ら
第
七
将
に
送
ら
れ
て
き
た
文
書
の
内
容
を
点
検
し
、
さ
ら
に
関
係
機
関
・
関
係
者
へ
の
文
書
発
出
を
促
す
「
検
文
書
」
と

は
、
こ
の
案
巻
の
調
書
部
分
を
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
検
文
書
」
と
は
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
様
々
な
官
司
・
官
人

間
を
往
来
し
た
文
書
で
も
そ
の
草
稿
で
も
無
く
、
第
七
将
に
お
け
る
事
務
処
理
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
官
司
内
文
書
で
あ
り
、
文
書
冒
頭
に
或
い
は
文
書
作
成
者

の
後
に
書
さ
れ
る
「
検
」
と
は
案
件
内
容
の
取
り
調
べ
を
意
味
す
る
と
結
論
付
け
ら
れ
よ
う
。

三　
「
宋
西
北
文
書
」
の
性
格

　

前
章
で
明
ら
か
に
し
た
「
検
文
書
」
の
機
能
は
、
単
に
個
々
の
文
書
発
信
者
・
受
信
者
の
特
定
と
い
う
些
末
な
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
。「
宋
西
北
文
書
」
が

西
夏
の
手
に
落
ち
る
以
前
に
何
処
に
保
管
さ
れ
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
西
夏
に
も
た
ら
さ
れ
た
か
と
い
う
「
宋
西
北
文
書
」
そ
の
も
の
の
性
格
を
検
討
す

る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
。

　
「
宋
西
北
文
書
」
の
性
格
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
ま
と
め
る
と
、「
戦
利
品
説
」
と
「
榷
場
交
易
品
説
」
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
前
者
、「
戦
利
品

説
」
に
先
鞭
を
付
け
た
の
は
メ
ン
シ
コ
フ
氏
で
あ
り
、
対
金
戦
で
最
後
の
抵
抗
を
し
て
い
た
陝
西
北
部
地
域
を
西
夏
軍
が
襲
撃
し
、
一
群
の
文
書
を
収
奪
し
た
と

い
う
可
能
性
を
示
し
て
い
る

）
（（
（

。
次
に
白
濱
氏
は
、
85
番
文
書
の
存
在
か
ら
「
宋
西
北
文
書
」
の
下
限
は
金
軍
に
よ
っ
て
偽
斉
政
権
が
樹
立
し
た
後
の
一
一
三
一
年

で
あ
り
、
さ
ら
に
「
宋
西
北
文
書
」
と
一
連
の
も
の
と
さ
れ
る
西
夏
語
『
維
摩
詰
所
説
経
』
の
紙
背
文
書
、И

нв N
o. 709

「
阜
昌
三
年
（
一
一
三
二
）
秦
鳳
路

第
七
将
請
発
遣
状
」
とИ

нв N
o. 2559

「
阜
昌
三
年
本
路
第
七
将
呈
状
」
も
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
文
書
群
が
西
夏
側
に
流
出
し
た
の
は
一
一
三
二
年
以
降
と
決

定
し
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
一
一
三
一
年
に
金
軍
に
よ
っ
て
陝
西
地
域
は
陥
落
す
る
が
、
金
は
援
軍
を
送
っ
て
く
れ
た
西
夏
に
陝
西
北
部
を
割
譲
す
る
約
束
を
反
故

に
し
た
た
め
、
西
夏
軍
が
当
該
地
域
に
侵
攻
し
戦
利
品
と
し
て
「
宋
西
北
文
書
」
を
持
ち
帰
っ
た
と
し
て
い
る

）
（（
（

。
ま
た
近
藤
一
成
氏
も
、
保
安
軍
下
の
金
湯
城
で

発
生
し
た
軍
糧
支
払
い
不
正
事
件
を
め
ぐ
る
裁
判
案
件
四
一
点
は
経
略
安
撫
使
の
治
所
で
あ
る
延
安
府
で
審
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
こ
れ
ら
裁
判
案

件
文
書
は
貼
り
継
が
れ
て
巻
子
状
の
帳
簿
と
し
て
延
安
府
に
保
管
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
を
占
領
し
た
西
夏
軍
に
よ
っ
て
役
所
の
架
閣
庫
か
ら
押
収
さ
れ
た
と
推

測
す
る
。
し
か
し
同
時
に
近
藤
氏
は
、
延
安
府
を
含
む
鄜
延
路
は
金
軍
攻
撃
に
よ
り
紹
興
元
年
（
阜
昌
二
年
＝
一
一
三
一
年
）
八
月
ま
で
に
偽
斉
に
編
入
さ
れ
る

も
の
の
、
一
方
で
、
紹
興
九
年
（
一
一
三
九
）
に
西
夏
よ
り
宋
に
帰
し
た
李
世
輔
（
か
つ
て
の
鄜
延
路
兵
馬
都
監
兼
第
六
将
）
と
西
夏
軍
と
が
激
突
し
西
夏
軍
が
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敗
走
し
た
一
戦
の
ほ
か
は
、
西
夏
と
延
安
府
と
の
明
確
な
接
点
は
史
籍
か
ら
は
見
出
し
得
な
い
と
も
述
べ
て
い
る

）
（（
（

。
そ
し
て
孫
継
民
氏
は
、
彼
自
身
は
明
確
な
結

論
は
出
し
て
い
な
い
も
の
の
、
白
濱
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、「
宋
西
北
文
書
」
は
延
安
府
・
保
安
軍
・
金
湯
城
・
第
七
将
・
徳
靖
寨
な
ど
の
鄜
延
路
の
各
機

関
が
作
成
し
た
文
書
の
集
合
体
で
い
ず
れ
も
鄜
延
路
経
略
安
撫
使
司
に
あ
っ
た
と
し
、
こ
れ
ら
が
何
故
に
西
夏
軍
が
奪
取
す
る
ま
で
金
の
占
領
地
下
に
保
管
さ
れ

て
い
た
か
と
い
う
疑
問
を
呈
し
て
い
る

）
（（
（

。

　

一
方
の
「
榷
場
交
易
品
説
」
だ
が
、
楊
倩
描
氏
は
、
宋
の
外
交
窓
口
と
な
っ
た
保
安
軍
と
西
夏
領
の
宥
州
と
に
そ
れ
ぞ
れ
置
か
れ
た
榷
場
に
お
い
て
両
国
間
の

国
交
が
開
か
れ
た
と
し
、
平
和
裏
に
宋
代
の
文
書
が
西
夏
へ
流
出
し
た
と
し
て
い
る

）
（（
（

。
た
だ
し
、
陳
瑞
青
氏
が
反
論
す
る
よ
う
に
、
一
般
の
文
書
な
ら
ま
だ
し
も

「
宋
西
北
文
書
」
の
如
き
軍
事
機
密
文
書
を
西
夏
に
流
出
さ
せ
る
原
因
が
不
明
で
あ
り
、
さ
ら
に
楊
氏
が
想
定
す
る
両
国
間
の
交
流
は
北
宋
─
西
夏
時
代
の
も
の

で
、
南
宋
時
期
の
文
書
を
含
む
「
宋
西
北
文
書
」
が
西
夏
に
渡
っ
た
こ
と
へ
の
説
明
が
で
き
な
い
。
陳
氏
は
メ
ン
シ
コ
フ
・
白
濱
の
「
戦
利
品
説
」
と
比
較
し
て

最
終
的
に
楊
氏
の
「
榷
場
交
易
品
説
」
に
軍
配
を
上
げ
、
金
朝
統
治
下
の
保
安
軍
に
も
設
置
さ
れ
た
榷
場
を
通
じ
て
西
夏
に
流
出
し
た
と
『
金
史
』
の
記
事
を
引

用
し
て
楊
説
の
補
強
を
行
っ
て
い
る

）
（（
（

。

　

以
上
の
二
説
は
、
史
料
的
な
限
界
か
ら
そ
の
正
否
を
決
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
宋
西
北
文
書
」
に
含
ま
れ
る
阜
昌
二
年
の
年
号
を
持
つ
85
の
存

在
を
考
慮
す
れ
ば
、
陳
氏
の
如
く
偽
斉
支
配
期
に
反
故
紙
と
な
っ
た
「
宋
西
北
文
書
」
が
榷
場
を
通
じ
て
西
夏
に
輸
出
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
よ
り
妥
当
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
反
故
紙
が
本
来
何
処
に
保
管
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
近
藤
氏
や
孫
継
民
氏
の
よ
う
に
延
安
府
ま
た
は
そ
こ
に
治
府
を
置

い
た
鄜
延
路
経
略
安
撫
使
の
官
司
を
原
所
在
地
と
す
る
考
え
が
大
方
の
意
見
の
よ
う
で
あ
る
が
、
最
新
の
見
解
と
し
て
は
、「
宋
西
北
文
書
」
は
一
点
を
除
い
て
全

て
第
七
将
が
他
の
官
司
か
ら
受
領
し
た
文
書
で
あ
り
、「
宋
西
北
文
書
」
の
保
管
場
所
は
第
七
将
で
あ
っ
た
と
い
う
大
胆
な
説
を
伊
藤
一
馬
氏
が
述
べ
て
い
る

）
（（
（

。

　

結
論
か
ら
言
え
ば
、
筆
者
の
見
解
は
伊
藤
氏
の
そ
れ
と
一
致
す
る
。
実
際
、「
宋
西
北
文
書
」
を
通
覧
す
れ
ば
、
そ
の
中
に
明
ら
か
に
延
安
府
な
い
し
経
略
安

撫
使
司
に
保
管
さ
れ
て
い
た
と
断
言
し
う
る
文
書
は
皆
無
で
あ
る
。
た
だ
し
伊
藤
氏
は
各
文
書
の
発
信
者
・
受
信
者
に
つ
い
て
具
体
的
な
論
拠
は
ま
だ
示
し
て
い

な
い
た
め
、
以
下
で
は
そ
の
証
左
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
次
頁
の
表
３
は
、
各
文
書
の
発
信
者
・
受
信
者
・
書
式
を
年
代
順
に
整
理
し
た
も
の
で
、
文
書
の
接
合

や
年
代
判
定
に
は
「
叙
録
」、「
訳
注
」（
一
）
～
（
三
）、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
伊
藤
二
〇
一
二
の
成
果
に
多
く
を
拠
っ
て
い
る
。

　

さ
て
表
３
で
は
、
先
行
研
究
が
推
定
す
る
文
書
の
受
信
者
を
い
く
つ
か
改
め
て
い
る
。
実
は
、
孫
継
民
氏
ら
が
「
宋
西
北
文
書
」
の
中
で
経
略
安
撫
使
司
・

保
安
軍
・
金
湯
城
な
ど
第
七
将
以
外
の
官
司
に
宛
て
ら
れ
た
と
見
な
し
て
い
る
文
書
の
一
部
は
、
本
稿
で
取
り
あ
げ
た
「
検
文
書
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
検
文
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103 2月18日 策応環慶路軍馬 第七将 牒
107 2月19日 策応環慶路軍馬 第七将 牒
10 （2月某日） 鄜延路経略安撫使司 ？ ？
40 閏11月[16日] 呉湛 第七将将官 検
33 某月某日 承節郎趙徳誠 ？ 申状
108 某月某日 策応環慶路軍馬 ？ ？
　靖康2年（～ 4月）／建炎元年（5月～）＝1127年
18 4月4日 鄜延路経略安撫使司 第七将 劄

63 4月18日 鄜延路経略安撫使司 第七将 劄

64 4月[28日] 鄜延路第七副将 第七将 申状
96 （4月某日） 保安軍 第七将 牒
39 5月19日 鄜延路経略安撫使司 第七将 劄

28+98 5月23日 鄜延路副都総管機密文字 第七将 牒

66 6月7日 第七将 漢弓箭手第三
十一指揮 帖

90 6月某日 漢弓箭手第三十一指揮 第七将衙 申状
73 7月[6日] 鄜延路第十将隊将楊仲興 第七将 申状
4+3左側 7月[12日] 兵士張徳 ？ 申状
44+3右側 7月21日 鄜延路経略安撫使司 第七将 劄

65 9月4日 鄜延路都総管司 第七将 劄

58+56+105 （9月[8日以降]） 保安軍 第七将 牒
86 9月15日 鄜延路都総管司 第七将 劄

26 9月17日 鄜延路都総管司 第七将 劄

7 某月某日 鄜延路第十将 第七将 牒
　建炎2年＝1128年
109+55 7月21日 鄜延路都総管司 第七将 劄

91 8月某日 婦人阿羅等 第七将将官 申状
43 9月[18日] 李仙 ？ 申状
82 9月[18日] 高雅等 ？ 申状
93 10月[4日] 徳靖寨 第七将 申状
84 12月[4日] 潘定？ 第七将 検
102 12月[4日] 潘定 第七将 検
14 12月[5日] 徳靖寨 第七将 申状
22 12月[9日] 潘定？ 第七将 検
69 （12月某日） ？ 第七将 申状
101 12月某日 小胡等族 ？ 申状
　阜昌2年＝1131年
85前半 8月15日 ？ 第七将 劄

85後半 8月15日以降 兵案 第七将 検
　年代不明
21 6月［17日］ 将司張沢 第七将 申状
47 ？ ？ ？ ？
53+42 7月［23日］ 請人李進 ？ ？
88 ？ ？ 第七将 劄

92 1月［5日］ 統制司呉湛 第七将 申状
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文書番号 日付（月日） 発信者 受信者 書式
　政和8年＝1118年
49 2月某日 尚書吏部 ？ 奏状
　宣和年間＝1119 ～ 1125年
1右側+16 1月某日 保安軍 第七将 牒
8 2月某日 張沢 第七将 申状
87 6月某日 …第七将隊…第七副将□仕千 ？ 申状
100 （某月某日） 保安軍 ？ 牒
　宣和7年＝1125年
61 1月7日 策応環慶路軍馬潘 第七将 牒
72+32 1年[11日] 将司張沢 第七将 検
20 1月[14日] 弓箭手第二十七指揮都虞侯孟遇等 第七将 申状
75+52 1月[17日] 鄜延路第七副将 第七将 申状
81 1月19日 ？ 第七将 牒
79+38+25 1月某日 将司張沢 第七将 検
12 8月某日 保安軍 第七将 牒
13 8月某日 金湯城 第七将 申状
71 8月某日 金湯城 第七将 申状
50 （8または9または11月某日） 延安府 第七将 牒
70 9月1日 延安府 ？ 牒
23 9月[15日] 呉湛 第七将？ 検
37 （9月某日） ？ ？ ？
60 9月某日 延安府院虞侯杜林等 ？ ？
94 （9月某日） 延安府 ？
2+1左側+104+35+
29+19+59+31+106
+78+89+67+34+54
+6+51

10月22日 延安府 ？ 牒

68 11月[4日] 延安府左獄張辛 第七将将官 申状
76 11月[20日] 金湯城 第七将 申状
5 11月[21日] 房軫 第七将 申状
24+77 11月[21日] 金湯城 第七将 申状
45+15+48+95+80 11月某日 金湯城 第七将 申状
74 12月11日 鄜延路経略安撫使司 第七将 劄

83+27 12月某日 金湯城 第七将 申状
11+46+17 某月某日 延安府 第七将馮武□ 牒
57+41 某月某日 延安府 第七将 牒
97 某月某日 鄜延路策応環慶路軍馬 第七将 牒
　靖康元年＝1126年
9+30 1月[27日] 呉湛 第七将？ 検
36 （2月15日） 策応環慶路軍馬 第七将 牒
62 （2月15日） 策応環慶路軍馬 第七将 牒
99 2月15日 策応環慶路軍馬 ？ 牒

表３　「宋西北文書」一覧
　　　（　）内は「訳註」（一）～（三）、張春蘭・陳瑞青 2004、孫継民 2009 による年代比定。
　　　［　］内は文書の受領日を示す。
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書
」
以
外
の
数
例
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
内
容
の
読
み
誤
り
や
書
式
の
誤
解
に
過
ぎ
な
い
。
以
下
、
そ
の
数
例
を
説
明
し
よ
う
。

　

5

　

孫
継
民
氏
は
受
信
者
を
延
安
府
左
獄
と
推
定
し
て
い
る
も
、
発
信
者
で
あ
る
房
軫
は
受
信
者
に
対
し
「
伏
し
て
乞
う
ら
く
は
状
に
拠
り
て
延
安
府
に
申
し
左
獄

に
下
し
照
会
施
行
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
」
と
求
め
て
お
り
、
実
際
に
延
安
府
に
上
申
す
る
の
は
房
軫
で
は
な
く
こ
の
5
の
受
信
者
で
あ
る

）
（（
（

。
5
の
末
尾
に
あ
る
受
信

者
の
押
字
は
、
本
稿
テ
キ
ス
ト
Ｃ
及
び
第
七
将
に
宛
て
た
申
状
式
文
書
24
＋
�

）
（（
（

と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
第
七
将
の
官
員
と
推
定
さ
れ
る
。

　

8
・
20
・
21
・
75
＋
52
・
92

　

こ
の
五
点
は
文
書
末
尾
に
あ
る
受
領
者
の
サ
イ
ン
が
共
通
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
文
書
中
に
宛
先
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
以
下
に
そ
の
一
例
と
し
て
某
年

正
月
の
92
を
掲
げ
る

）
（（
（

。

　
〔
録
文
〕

　
　

1　

統
制
司　

　
　

2　
　
　

契
勘
第
七
将
所
管
漢
蕃
弓
箭
手
、
除

　
　

3　
　
　

馬
軍
外
、
見
管
歩
人
壹
阡
捌
伯
人
。
前

　
　

4　
　
　

乞
數
内
揀
選
壹
貳
伯
人
、
充
快
射
於

　
　

5　
　
　

嵬
隊
、
准
備
緩
急
出
入
馬
前
使
喚
。

　
　

6　
　
　

須
至
□
□
□
。

　
　

7　

右
、
伏
乞　
　
　
「
送
第
七
将
」。

　
　

8　

指
揮
下
本
将
揀
選
施
行
。
謹
具

　
　

9　

呈
取

　
　

10　

裁
旨
。

92
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11　
　
　
　

正
月　
　
　

日
。
統
制
司　

呉
湛
。

　
　

12　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
廿
五
日
」。　

（
押
字
）

　
〔
和
訳
〕

　
　

統
制
司第

七
将
の
管
理
す
る
漢
蕃
弓
箭
手
を
取
り
調
べ
た
と
こ
ろ
、
騎
兵
以
外
に
現
在
歩
兵
一
八
〇
〇
人
が
い
る
。
以
前
に
そ
の
う
ち
の
一
～
二
〇
〇
人
を
選

抜
し
、
嵬
隊
で
射
撃
訓
練
を
さ
せ
て
、
準
備
を
整
え
て
危
急
の
際
に
は
騎
兵
の
前
に
配
置
さ
せ
よ
。
必
ず
…
…
。

右
［
の
こ
と
が
ら
に
つ
き
］、
謹
ん
で
本
将
の
選
抜
隊
に
指
示
を
下
し
実
施
さ
れ
る
よ
う
御
願
い
す
る
。
謹
ん
で
具
に
上
申
す
る
の
で
、
ご
処
置
く
だ
さ
る

よ
う
御
願
い
す
る
。「
第
七
将
に
（
選
抜
隊
を
）
送
れ
」

　
　
　
　
　

正
月　
　
　

日
。
統
制
司　

呉
湛
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
廿
五
日
」。　

（
押
字
）

　

本
文
書
の
書
式
は
や
や
省
略
さ
れ
て
は
い
る
が
、
表
２
─
⑵
の
申
状
式
に
一
致
す
る
。
テ
キ
ス
ト
Ｅ
の
解
説
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
陳
瑞
青
氏
は
、
統
制
司
呉

湛
を
複
数
の
将
を
統
轄
す
る
統
制
官
の
官
司
に
属
す
る
官
員
と
し
、
宛
先
を
鄜
延
路
経
略
安
撫
使
衙
と
推
測
し
て
い
る

）
（（
（

。
し
か
し
、
本
文
書
に
は
統
制
官
の
官
印

も
無
け
れ
ば
、
宛
先
や
日
付
に
明
記
す
べ
き
年
号
も
記
入
さ
れ
て
い
な
い
の
が
奇
異
に
思
わ
れ
る
。
官
文
書
に
は
年
月
日
の
日
付
の
上
に
発
信
者
或
い
は
官
司
の

官
印
を
押
印
し
、
さ
ら
に
発
出
責
任
者
の
押
字
を
備
え
る
こ
と
が
宋
代
の
規
定
で
あ
る
か
ら

）
（（
（

、
統
制
官
司
と
鄜
延
路
経
略
安
撫
使
司
と
い
う
二
つ
の
官
司
間
を
往

来
す
る
文
書
と
し
て
本
文
書
は
極
め
て
不
完
全
な
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
統
制
司
は
将
に
属
す
る
吏
員
で
あ
り
、
第
七
将
所
属
の
兵
員
の
一
部
を
選
抜
し
て
訓
練

し
危
急
の
際
に
備
え
よ
と
い
う
命
令
を
受
理
し
、
そ
の
選
抜
隊
に
関
し
次
の
指
示
を
下
す
よ
う
受
信
者
に
求
め
て
い
る
の
で
、
文
書
の
宛
先
は
第
七
将
と
考
え
る

の
が
妥
当
で
あ
り
、
8
・
20
・
21
・
75
＋
52
の
受
信
者
も
第
七
将
と
推
定
さ
れ
る
。
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68

　
「
叙
録
」、
孫
継
民
二
〇
〇
九
と
も
受
信
者
を
特
定
し
な
い
が

）
（（
（

、
文
書
末
尾
に
あ
る
受
信
者
の
押
字
は
、
テ
キ
ス
ト
Ｆ
・
64
・
66
に
見
た
第
七
将
将
官
の
も
の
と

一
致
す
る
。

　

91

　

孫
継
民
二
〇
〇
九
は
宛
先
を
将
領
・
団
練
と
す
る
の
み
で
特
定
し
て
い
な
い

）
（（
（

。
将
帥
を
意
味
す
る
将
領
に
つ
い
て
は
、
24
＋
77
と
㊽

）
（（
（

に
「
将
領
潘
大
夫
」
と
あ

り
、
さ
ら
に
こ
の
潘
大
夫
は
83
＋
㉗

）
（（
（

に
は
「
第
七
正
将
潘
大
夫
」
と
あ
り
、
第
七
将
将
官
と
目
さ
れ
る
の
で
、
91
の
宛
先
将
領
は
第
七
将
将
官
で
団
練
使
を
兼
任

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
受
信
者
で
は
な
く
発
信
者
に
つ
い
て
の
誤
解
も
い
く
つ
か
気
づ
い
た
の
で
、
以
下
に
ま
と
め
る
。

　

69

　

孫
継
民
氏
は
、
本
文
の
筆
致
は
37
と
同
一
と
判
断
し
、
そ
こ
か
ら
文
書
発
信
者
を
徳
靖
寨
と
し
て
い
る
が

）
（（
（

、
図
版
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
両
者
は
同
筆
で
は

な
い
。
文
書
中
に
発
信
者
・
受
信
者
を
特
定
す
る
手
が
か
り
が
無
い
た
め
、
表
３
で
は
い
ず
れ
も
不
明
と
し
た
。

86
・

109
＋
55

　

孫
継
民
氏
は
発
信
者
を
特
定
し
な
い
も
の
の
、
�

）
（（
（

お
よ
び
�

）
（（
（

に
見
え
る
発
信
者
の
押
字
は
鄜
延
路
都
総
管
司
が
第
七
将
に
宛
て
た
劄
付
㉖

）
（（
（

・
�

）
（（
（

と
同
一
で
あ

る
。103

・
107
・

108

　
「
叙
録
」
は
103
・
107
に
押
さ
れ
た
官
印
を
「
鄜
延
路
／
司
之
印
」
と
読
む

）
（（
（

。
孫
継
民
氏
は
そ
れ
に
基
づ
き
107
の
発
出
主
体
を
鄜
延
路
司
と
し
、
一
方
で
107
と
同

筆
の
108
に
つ
い
て
は
鄜
延
路
経
略
安
撫
使
と
判
定
し
て
い
る

）
（（
（

。
た
だ
し
107
末
尾
に
見
え
る
発
信
者
の
墨
印
は
103
の
も
の
と
同
一
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
墨
印
は
「
策

應
環
慶
路
軍
馬
」
と
読
め
る
た
め
、
三
点
の
文
書
の
発
信
者
は
い
ず
れ
も
策
応
環
慶
路
軍
馬
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
108
の
筆
致
は
、
107
よ
り
も
む
し
ろ
同
じ

策
応
環
慶
路
軍
馬
が
第
七
将
宛
て
に
発
し
た
牒
式
文
書
㊱

）
（（
（

の
そ
れ
に
近
い
。
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こ
の
ほ
か
表
３
で
注
意
す
べ
き
文
書
は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

　

49
〔
表
２
─
⑴
〕

　

政
和
八
年
（
一
一
一
八
）
に
尚
書
吏
部
が
出
し
た
奏
状
式
の
上
申
文
書
で
、
紀
年
を
有
す
る
「
宋
西
北
文
書
」
の
中
で
最
も
古
い
。
内
容
は
、
武
功
大
夫
の
趙

進
忠
が
保
安
軍
所
属
の
実
子
張
誠
徳
を
承
節
郎
に
補
任
す
る
よ
う
請
願
し
た
案
件
を
、
吏
部
が
具
申
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
奏
状
式
文
書
は
、
孫
継
民

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
張
誠
徳
が
原
本
を
筆
写
し
た
副
本
で
あ
り
、
そ
の
筆
致
は
張
誠
徳
が
靖
康
元
年
（
一
一
二
六
）
に
上
申
し
た
申
状
式
文
書
33
と
同
じ
で
あ

る
）
（（
（

。
張
誠
徳
が
所
属
す
る
保
安
軍
は
、
近
藤
氏
が
第
七
将
の
所
在
地
の
一
つ
に
挙
げ
て
お
り
、
こ
の
文
書
は
第
七
将
に
て
保
管
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

66

　

第
二
章
第
三
節
に
引
用
し
た
こ
の
帖
式
文
書
は
、
蘓
玘
な
る
人
物
を
部
隊
に
送
り
届
け
る
の
で
併
せ
て
そ
の
結
果
を
文
書
に
よ
り
報
告
せ
よ
、
と
い
う
第
七
将

か
ら
漢
弓
箭
手
第
三
十
一
指
揮
に
送
っ
た
帖
式
文
書
（
略
式
の
命
令
文
書
）
で
あ
っ
た
。
通
常
は
、
官
文
書
は
宛
て
ら
れ
た
官
司
・
官
人
が
保
管
す
る
も
の
で
あ

り
、
こ
の
場
合
第
三
十
一
指
揮
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
た
だ
し
、
宋
代
の
帖
の
実
例
は
乏
し
い
た
め
に
実
態
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
唐
代
の
例

に
照
ら
せ
ば
、
66
は
最
終
的
に
第
七
将
に
返
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
唐
代
帖
式
文
書
を
分
析
し
た
荒
川
正
晴
氏
に
よ
れ
ば
、
帖
式
文
書
と
は
人
の
呼
び
出
し
や

物
品
滞
納
の
督
促
、
も
し
く
は
人
畜
・
物
品
の
徴
発
に
関
わ
っ
て
発
出
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
命
令
を
周
知
徹
底
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
通

行
証
と
し
て
の
役
割
も
併
せ
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る

）
（（
（

。
荒
川
氏
の
提
示
さ
れ
た
唐
代
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書
の
実
例
で
は
、
通
行
証
と
し
て
の
帖
式
文
書
は
宛
先
側

が
保
持
し
続
け
た
ケ
ー
ス
（81SA

T
:2

「
唐
西
州
下
寧
戎
・
丁
谷
寺
等
帖
為
供
車
牛
事
」）
も
あ
る
が
、
徴
発
し
た
物
品
と
と
も
に
帖
の
発
出
元
へ
移
動
し
た
も

の
（
書
道
博
物
館
所
蔵
文
書
「
唐
天
宝
三
歳
（
七
四
四
）
前
後
交
河
郡
蒲
昌
県
帖
」）
も
あ
る
。
66
は
、
李
懐
が
第
七
将
と
第
三
十
一
指
揮
と
の
間
を
移
動
す
る

に
あ
た
り
、
彼
の
移
動
を
保
証
す
る
通
行
証
と
し
て
も
機
能
し
、
発
出
元
で
あ
る
第
七
将
に
持
ち
帰
ら
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

　

以
上
、
表
３
か
ら
は
、
宛
先
が
判
明
す
る
文
書
は
全
て
、
第
七
将
に
到
来
し
た
或
い
は
第
七
将
内
部
で
授
受
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
前
述
の
伊
藤
氏
の
説
を
完

全
に
裏
付
け
る
。
す
な
わ
ち
「
宋
西
北
文
書
」
は
、
延
安
府
ま
た
は
同
地
に
あ
っ
た
鄜
延
路
経
略
安
撫
使
の
官
衙
に
保
管
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
他
司
か
ら
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第
七
将
に
到
来
し
た
文
書
、
そ
し
て
そ
の
案
件
を
処
理
す
る
た
め
に
第
七
将
内
部
で
作
成
さ
れ
た
内
部
文
書
の
集
合
体
で
あ
り
、
こ
こ
に
第
七
将
が
発
付
し
そ
の

管
轄
領
域
を
越
え
て
送
ら
れ
た
文
書
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
結
論
を
踏
ま
え
て
「
宋
西
北
文
書
」
の
来
歴
を
め
ぐ
る
議
論
を
振
り
返
る
と
、「
宋
西
北
文
書
」
と
西
夏
語
『
維
摩
詰
所
説
経
』
の
紙
背
文
書

И
нв N

o. 709

及
びИ

нв N
o. 2559

と
を
一
括
り
し
て
、
文
書
群
が
西
夏
に
流
出
し
た
年
代
の
上
限
をИ

нв N
o. 709

・И
нв N

o. 2559

の
一
一
三
二
年
（
阜
昌
三

年
）
に
求
め
る
見
解
も
若
干
の
修
正
が
求
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、И

нв N
o. 709

とИ
нв N

o. 2559

の
文
書
作
成
者
は
、
と
も
に
秦
鳳
路
下
の
会
州
に
属
す
る

第
七
将
の
官
員
で
、
前
者
の
宛
先
は
秦
鳳
路
経
略
安
撫
使
司
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
第
七
将
と
は
い
え
、
こ
の
二
文
書
と
鄜
延
路
第
七
将
の
「
宋
西

北
文
書
」
と
は
そ
の
出
自
が
全
く
異
な
る
た
め
、
同
時
期
に
西
夏
側
が
両
者
を
入
手
し
た
可
能
性
は
低
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、「
宋
西
北
文
書
」
が
第
七
将

の
官
司
よ
り
持
ち
去
ら
れ
た
時
期
の
下
限
は
、
85
の
一
一
三
一
年
（
阜
昌
二
年
）
八
月
一
五
日
以
降
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
ロ
シ
ア
蔵
カ
ラ
ホ
ト
出
土
文
書
「
宋
西
北
文
書
」
の
う
ち
、「
検
文
書
」
と
筆
者
が
名
付
け
た
一
群
の
史
料
に
着
目
し
、
こ
れ
ら
が
従
来
述
べ
ら
れ

て
き
た
よ
う
な
、
鄜
延
路
に
置
か
れ
た
各
種
官
庁
や
軍
事
機
関
で
授
受
さ
れ
た
官
文
書
の
草
稿
で
は
無
く
、
鄜
延
路
第
七
将
が
受
領
し
た
官
文
書
の
事
務
処
理
を

進
め
る
上
で
作
成
さ
れ
た
案
巻
の
調
書
部
分
に
あ
た
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、「
宋
西
北
文
書
」
全
文
書
に
つ
い
て
も
発
信
者
・
受
信
者
の
特
定
作

業
を
行
い
、
こ
の
史
料
群
全
体
が
第
七
将
に
到
来
或
い
は
第
七
将
内
部
で
授
受
さ
れ
た
文
書
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、「
宋
西
北
文
書
」
は
元
来
第
七
将
で
保

管
さ
れ
て
い
た
書
類
群
で
あ
っ
た
こ
と
を
検
証
し
た
。「
宋
西
北
文
書
」
の
来
歴
を
め
ぐ
る
議
論
に
大
き
く
踏
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
以
上
の

結
論
は
、
文
書
の
内
容
、
第
七
将
関
係
機
関
と
の
文
書
伝
達
の
在
り
方
な
ど
、「
検
文
書
」
以
外
の
「
宋
西
北
文
書
」
の
検
討
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
宋
西
北
文
書
」
が
全
て
第
七
将
に
帰
属
す
る
と
い
う
本
稿
の
結
論
は
、
文
書
の
分
析
に
よ
り
ミ
ク
ロ
な
視
点
を
要
求
す
る
。「
宋
西
北
文
書
」
の
史
料

的
重
要
性
に
つ
い
て
は
本
稿
冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
メ
ン
シ
コ
フ
氏
や
孫
継
民
氏
ら
は
さ
ら
に
こ
の
史
料
群
は
、
策
応
環
慶
路
軍
馬
や
御
前
会
合
軍

馬
入
援
所

）
（（
（

な
ど
の
史
籍
に
見
え
な
い
軍
事
活
動
や
、
司
法
制
度
、
官
文
書
制
度
な
ど
の
大
テ
ー
マ
の
解
明
に
も
繋
が
る
と
強
調
す
る

）
（（
（

。
確
か
に
、
数
量
が
乏
し
く

さ
ら
に
記
述
内
容
が
錯
綜
す
る
同
時
代
の
典
籍
史
料
に
は
無
い
貴
重
な
情
報
が
「
宋
西
北
文
書
」
に
は
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
へ
の
貢
献
が
期
待
さ
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れ
よ
う
。
し
か
し
そ
の
反
面
、「
宋
西
北
文
書
」
は
第
七
将
内
部
に
保
管
さ
れ
て
い
た
書
類
で
あ
り
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
案
件
は
第
七
将
と
そ
の
近
辺
の
ご
く
狭

い
範
囲
に
限
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
ず
は
第
七
将
の
置
か
れ
た
地
点
や
、
鄜
延
路
軍
政
に
お
け
る
第
七
将
の
果
た
し
た
役
割
、
さ
ら
に
将
兵
制
に
お
け
る
将
の

運
用
体
系
や
、
そ
の
組
織
構
造
な
ど
の
解
明
が
、「
宋
西
北
文
書
」
を
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
す
る
上
で
の
今
後
の
課
題
と
い
え
よ
う
。

略
号
・
参
考
文
献
（
五
十
音
順
）

『
俄
蔵
黒
水
城
』
＝
俄
羅
斯
科
学
院
東
方
研
究
所
聖
彼
得
堡
分
所
・
中
国
社
会
科
学
院
民
族
研
究
所
・
上
海
古
籍
出
版
社
（
編
）『
俄
羅
斯
科
学
院
東
方
研
究
所
聖

彼
得
堡
分
所
蔵
黒
水
城
文
献
』
全
一
三
巻
，
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
六
─
二
〇
〇
七
年
。

「
叙
録
」
＝ 

孟
列
夫
・
蒋
維
崧
・
白
濱
「
叙
録
」『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
一
―
六
六
頁
〔「
宋
西
北
文
書
」
は
四
九
─
五
九
頁
〕。

メ
ン
シ
コ
フ
目
録
＝Л

. Н
. М

еньш
иков; фонд, П

. К
. Козлова; прилож

ения составил Л
. И

. Чугуевский, O
писание китайской части 

коллекции из Х
ара-хото , М

осква: “Н
аука” Главная ред. восточной литературы

, 1984

〔
中
文
訳
：
王
克
孝
（
訳
）『
黒
城
出
土
漢
文
遺
書

叙
録
』（
西
夏
文
献
研
究
叢
書
）
寧
夏
人
民
出
版
社
、
一
九
九
四
〕。

「
訳
注
」（
一
）
～
（
三
）
＝
早
稲
田
大
学
宋
代
史
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
「『
俄
蔵
黒
水
城
文
献
』
宋
西
北
辺
境
軍
政
文
書　

裁
判
案
件
訳
注
稿
（
一
）」『
史
滴
』
二
五
、

二
〇
〇
三
年
、
七
八
─
九
九
頁
、「
同
（
二
）」『
史
滴
』
二
六
、
二
〇
〇
四
年
、
七
三
─
一
二
一
頁
、「
同
（
三
）
─
─
附　

陝
北
調
査
日
誌
─
─
」

『
史
滴
』
二
七
、
二
〇
〇
五
年
、
一
八
四
─
二
二
五
頁
。

赤
木
崇
敏　

二
〇
〇
八 

「
唐
代
前
半
期
の
地
方
文
書
行
政
―
―
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書
の
検
討
を
通
じ
て
―
―
」『
史
学
雑
誌
』
一
一
七
―
一
一
、
七
五
―
一
〇
二

頁
。

─
─
─
─　

二
〇
一
二 

「
唐
代
官
文
書
体
系
と
そ
の
変
遷
―
―
牒
・
帖
・
状
を
中
心
と
し
て
─
─
」
平
田
茂
樹
・
遠
藤
隆
俊
（
編
）『
外
交
史
料
か
ら
十
～
十

四
世
紀
を
探
る
』（
東
ア
ジ
ア
海
域
叢
書
七
）、
汲
古
書
院
（
近
刊
）。

荒
川
正
晴　

一
九
九
七 

「
ク
チ
ャ
出
土
「
孔
目
司
文
書
」
攷
」『
古
代
文
化
』
四
九
、
一
―
一
八
頁
。

─
─
─
─　

二
〇
〇
九　
「
唐
代
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
帖
式
文
書
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
」
土
肥
義
和
（
編
）『
敦
煌
・
吐
魯
番
出
土
漢
文
文
書
の
新
研
究
』
東
洋
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文
庫
、
二
七
一
―
二
九
一
頁
。

伊
藤
一
馬　

二
〇
一
一　
「
北
宋
に
お
け
る
将
兵
制
成
立
と
陝
西
地
域
─
─
対
外
情
勢
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」『
史
学
雑
誌
』
一
二
〇
―
六
、
三
九
―
六
一
頁
。

─
─
─
─　

二
〇
一
二　
「
南
宋
成
立
期
の
中
央
政
府
と
陝
西
地
域
─
─
「
宋
西
北
辺
境
軍
政
文
書
」
所
見
の
赦
書
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」『
東
方
学
』
一
二
三
、
五

四
─
六
九
頁
（
近
刊
）。

岩
井
大
慧　

一
九
四
一　
「
宋
代
経
済
文
書
断
簡
零
葉
」
和
田
清
（
編
）『
加
藤
博
士
還
暦
記
念　

東
洋
史
集
説
』
冨
山
房
、
一
三
三
─
一
六
六
頁
、
図
版
三
。

梅
原　

郁　

一
九
八
五　
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
同
朋
舍
。

遠
藤
隆
俊　

二
〇
〇
二　
「
宋
代
中
国
の
パ
ス
ポ
ー
ト
─
─
日
本
僧
成
尋
の
巡
礼
─
─
」『
史
学
研
究
』
二
三
七
、
六
〇
─
八
六
頁
。

王　

曽
瑜　

二
〇
一
一　
『
宋
朝
軍
制
初
探
（
増
訂
本
）』
中
華
書
局
〔
初
版
：『
宋
朝
兵
制
初
探
』
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
〕。

金
子
和
正　

一
九
五
七　
「
白
氏
六
帖
事
類
集
紙
背
の
宋
代
公
牘
断
簡
」『
天
理
図
書
館
報　

ビ
ブ
リ
ア
』
八
、
四
三
─
四
八
頁
。

金　

成
奎　

二
〇
〇
〇　
『
宋
代
の
西
北
問
題
と
異
民
族
政
策
』
汲
古
書
院
。

熊
原
政
男　

一
九
五
七　
「
金
沢
文
庫
所
蔵
宋
代
文
書
に
就
て
」『
天
理
図
書
館
報　

ビ
ブ
リ
ア
』
九
、
三
五
─
三
六
頁
。

小
林
隆
道　

二
〇
〇
九　
「
宋
代
「
備
准
」
文
書
と
情
報
伝
達
─
─
朱
熹
『
紹
煕
州
県
釈
奠
儀
図
』「
文
公
潭
州
牒
州
学
備
准
指
揮
」
の
分
析
か
ら
─
─
」『
九
州

大
学
東
洋
史
論
集
』
三
七
、
五
八
─
九
二
頁
。

近
藤
一
成　

二
〇
〇
五　
『
黒
水
城
出
土
宋
代
軍
政
文
書
の
研
究
』
平
成
一
五
年
・
一
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金　

基
盤
（
Ｃ
）（
２
）
研
究
成
果
報
告
書
、
早

稲
田
大
学
。

坂
尻
彰
宏　

二
〇
〇
二　
「
帰
義
軍
時
代
の
チ
ベ
ッ
ト
文
牧
畜
関
係
文
書
」『
史
学
雑
誌
』
一
一
一
─
一
一
、
五
七
─
八
四
頁
。

孫　

継
民　

二
〇
〇
四　
「
黒
水
城
宋
代
文
書
所
見
蔭
補
擬
官
程
序
」『
歴
史
研
究
』
二
〇
〇
四
─
二
、
一
七
四
─
一
七
九
頁
〔
再
録
：
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
二
九

五
─
三
〇
五
頁
〕。

─
─
─
─　

二
〇
〇
六　
「
俄
蔵
黒
水
城
宋
代
文
書
所
見
宋
高
宗
建
炎
二
年
（
一
一
二
八
年
）
王
庶
被
拘
事
件
」
姜
錫
東
・
李
華
瑞 

（
編
）『
宋
史
研
究
論
叢
』

七
、
河
北
大
学
出
版
社
、
二
二
二
─
二
三
五
頁
〔
再
録
：
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
三
二
一
─
三
三
二
頁
〕。

─
─
─
─　

二
〇
〇
七　
「
俄
蔵
黒
水
城
文
献
宋
代
小
胡
族
文
書
試
釈
」『
中
華
文
史
論
叢
』
二
〇
〇
七
─
二
、
三
二
七
─
三
四
三
頁
〔
再
録
：
孫
継
民
二
〇
〇
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九
、
三
三
三
─
三
四
三
頁
〕。

─
─
─
─　

二
〇
〇
九　
『
俄
蔵
黒
水
城
所
出
《
宋
西
北
辺
境
軍
政
文
書
》
整
理
与
研
究
』
中
華
書
局
。

孫　

継
民
・
張　

春
蘭　

二
〇
〇
五　
「
俄
蔵
黒
水
城
宋
代
「
御
前
会
合
軍
馬
入
援
所
」
相
関
文
書
考
釈
」『
出
土
文
献
研
究
』
七
、
三
一
九
─
三
三
一
頁
〔
再

録
：
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
三
〇
六
─
三
二
〇
頁
〕。

孫　

継
民
・
陳　

瑞
青　

二
〇
〇
六　
「
試
釈
幾
件
俄
蔵
黒
水
城
宋
鄜
延
路
公
文
草
稿
」『
西
夏
学
』
一
、
九
一
─
九
八
頁
〔
再
録
：
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
三
四
四

─
三
五
八
頁
〕。

竺
沙
雅
章　

一
九
七
三　
「
漢
籍
紙
背
文
書
の
研
究
」『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
一
四
、
一
─
五
四
頁
。

張　

春
蘭
・
陳　

瑞
青　

二
〇
〇
四　
「《
宋
建
炎
二
年
（
一
一
二
八
年
）
德
靖
寨
牒
某
指
揮
為
招
収
延
安
府
脱
身
官
兵
事
》
考
釈
」『
延
安
大
学
学
報
（
社
会
科

学
版
）』
二
〇
〇
四
─
六
、
一
二
五
─
一
二
八
頁
。

陳　

瑞
青　

二
〇
〇
六　
「
黒
水
城
所
出
宋
代
統
制
司
相
関
文
書
考
釈
」『
敦
煌
学
輯
刊
』
二
〇
〇
六
─
三
、
六
七
─
七
一
頁
。

─
─
─
─　

二
〇
〇
八　
「
開
創
黒
水
城
宋
代
文
献
研
究
的
新
局
面
」『
中
国
史
研
究
』
二
〇
〇
八
―
四
、
二
五
―
二
九
頁
。

内
藤
乾
吉　

一
九
六
〇　
「
西
域
発
見
唐
代
官
文
書
の
研
究
」『
西
域
文
化
研
究 

第
三 

敦
煌
吐
魯
番
社
会
経
済
資
料 

（
下
）』
法
蔵
館
、
九
─
一
一
一
頁
、
口
絵

二
、
図
版
九
〔
再
録
：『
中
国
法
制
史
考
証
』
有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
、
二
二
三
─
三
四
五
頁
、
図
版
六
〕。

白　

濱　
　

二
〇
〇
三　
「《
俄
蔵
黒
水
城
文
献
》
中
的
宋
代
文
献
」
張
其
凡
・
范
立
舟
（
主
編
）『
宋
代
歴
史
文
化
研
究
（
続
編
）』
人
民
出
版
社
、
三
九
四
─
四

〇
六
頁
。

平
田
茂
樹　

二
〇
〇
七　
「
宋
代
地
方
政
治
管
見
─
─
箚
子
、
帖
、
牒
、
申
状
を
手
掛
か
り
と
し
て
─
─
」『
東
北
大
学 

東
洋
史
論
集
』
一
一
、
二
〇
七
─
二
三

〇
頁
。

─
─
─
─　

二
〇
〇
九　
「
宋
代
文
書
制
度
研
究
的
一
個
嘗
試
─
─
以
「
牒
」、「
関
」、「
諮
報
」
為
線
索
」『
漢
学
研
究
』
二
七
─
二
、
四
三
─
六
五
頁
。 

楊　

倩
描　

二
〇
〇
七　
「
黒
水
城
宋
代
軍
政
文
書
与
宋
史
研
究
―
―
以
鄜
延
路
為
中
心
」『
河
北
学
刊
』
二
〇
〇
七
―
四
、
九
五
―
九
八
頁
。

李　

華
瑞　

二
〇
一
〇　
『
宋
夏
関
係
史
』
中
国
人
民
大
学
出
版
社
〔
初
版
：
河
北
人
民
出
版
社
、
一
九
九
八
年
〕。

李　

昌
憲　

一
九
九
二　
「
宋
代
将
兵
駐
地
考
述
」『
大
陸
雑
誌
』
八
五
─
五
、
九
─
一
八
頁
。
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注（
１
） 

本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
、「
宋
西
北
辺
境
軍
政
文
書
」
の
基
礎
情
報
、
宋
代
陝
西
地
域
、
さ
ら
に
当
該
地
域
を
中
心
に
施
行
さ
れ
た
宋
代
軍
制
の
一
で
あ
る
将
兵
制
に
つ

い
て
、
本
学
博
士
後
期
課
程
の
伊
藤
一
馬
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
し
た
い
。

（
２
） 
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
方
文
献
研
究
所
に
は
「
宋
西
北
文
書
」
以
外
に
、И

нв N
o. 709

「
阜
昌
三
年
（
一
一
三
二
）
秦
鳳
路
第
七
将
権
会
州
馮
請
発
遣
状
」［『
俄

蔵
黒
水
城
』
六
、
二
八
六
頁
］
とИ

нв N
o. 2559

「
阜
昌
三
年
本
路
第
七
将
呈
状
」［『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
三
〇
一
頁
］
の
宋
代
官
文
書
二
点
が
あ
る
。
こ
れ
ら
も
陝

西
地
域
の
軍
政
に
関
わ
る
も
の
だ
が
、
ま
だ
実
見
し
て
お
ら
ず
本
稿
で
は
検
討
の
対
象
に
含
め
な
い
。

（
３
） 

竺
沙
一
九
七
三
、
上
海
市
文
物
管
理
委
員
会
・
上
海
博
物
館
（
編
）『
宋
人
佚
簡
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
。
ま
た
竺
沙
氏
に
よ
れ
ば
、
同
氏
以
前
に
日
本
国

内
に
伝
存
す
る
宋
代
紙
背
文
書
に
言
及
し
た
研
究
と
し
て
、
岩
井
一
九
四
一
、
金
子
一
九
五
七
、
熊
原
一
九
五
七
が
あ
る
。

（
4
） 

メ
ン
シ
コ
フ
目
録
。
一
九
九
四
年
に
王
克
孝
氏
に
よ
る
中
文
訳
『
黒
城
出
土
漢
文
遺
書
叙
録
』［
西
夏
文
献
研
究
叢
書
、
寧
夏
人
民
出
版
社
］
が
公
刊
さ
れ
た
。

（
5
） 

孫
継
民
・
陳
瑞
青
二
〇
〇
六
。
本
論
文
は
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
三
四
四
─
三
五
八
頁
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

（
6
） 

以
上
の
陝
西
地
域
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
白
濱
二
〇
〇
三
、
四
〇
三
─
四
〇
四
頁
、「
訳
注
」（
一
）、
八
一
─
八
二
頁
、
近
藤
二
〇
〇
五
、
五
─
六
頁
、
李
華
瑞
二
〇
一

〇
、
八
二
─
八
九
頁
な
ど
を
参
照
。

（
7
） 

将
兵
制
と
は
、
神
宗
期
（
一
〇
六
八
～
一
〇
八
四
年
）
に
成
立
し
た
地
方
軍
事
制
度
の
一
で
、
二
、
三
〇
〇
〇
人
か
ら
最
大
で
一
万
人
程
度
を
一
団
と
す
る
軍
事
単
位

「
将
」
を
各
路
に
複
数
設
置
し
た
。
陝
西
地
域
に
お
け
る
将
の
展
開
状
況
に
つ
い
て
は
、
李
昌
憲
一
九
九
二
、
一
一
─
一
三
頁
、
金
成
奎
二
〇
〇
〇
、
二
二
四
─
二
三
四

頁
、
李
華
瑞
二
〇
一
〇
、
一
〇
八
─
一
一
〇
頁
、
王
曽
瑜
二
〇
一
一
、
一
一
四
─
一
二
九
頁
が
、
将
兵
制
の
成
立
及
び
整
備
の
次
第
に
つ
い
て
は
最
新
の
研
究
、
伊
藤

二
〇
一
一
が
詳
し
い
。

（
8
） 

「
訳
注
」（
一
）、
八
〇
頁
、
近
藤
二
〇
〇
五
、
四
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
前
言
一
一
頁
。
漢
籍
史
料
に
は
鄜
延
路
に
九
将
が
置
か
れ
た
と
す
る
が
、
既
に
先
行
研
究
の

指
摘
す
る
と
お
り
「
宋
西
北
文
書
」
に
は
鄜
延
路
第
十
将
隊
将
楊
忠
興
と
い
う
人
物
も
現
れ
る
た
め
、
北
宋
末
に
は
十
以
上
の
将
が
鄜
延
路
に
あ
っ
た
。

（
9
） 

李
昌
憲
一
九
九
二
、
一
一
頁
、「
訳
注
」（
一
）、
八
六
頁
、
近
藤
二
〇
〇
五
、
三
一
頁
、
楊
倩
描
二
〇
〇
七
、
九
六
頁
。

（
10
） 

策
応
と
は
、
他
方
面
に
お
い
て
作
戦
を
展
開
し
友
軍
と
呼
応
す
る
の
意
。「
宋
西
北
文
書
」
で
は
鄜
延
路
第
七
将
に
対
し
て
「
策
応
環
慶
路
軍
馬
」
な
る
援
軍
の
選
抜
と
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派
遣
を
し
き
り
に
催
促
す
る
文
言
が
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
鄜
延
路
か
ら
西
隣
の
環
慶
路
へ
分
遣
す
る
救
援
軍
と
考
え
ら
れ
る
。
本
テ
キ
ス
ト
と
同
一
事
件
を
扱
う

テ
キ
ス
ト
Ｂ
で
は
「
策
応
人
馬
」
が
「
策
応
環
慶
路
人
馬
」
と
あ
る
た
め
、
環
慶
路
へ
送
る
援
軍
と
解
し
た
。

（
11
） 

宋
代
に
は
節
級
・
職
級
・
典
級
・
推
級
・
庫
級
・
斗
級
な
ど
胥
吏
名
に
級
を
付
け
た
も
の
が
頻
出
す
る
が
、
あ
る
ま
と
ま
っ
た
グ
ル
ー
プ
に
職
階
差
が
あ
る
場
合
に
級

を
付
け
た
［
梅
原
一
九
八
五
、
六
一
〇
頁
、
注
一
三
七
］。
こ
こ
の
曹
級
と
は
、
事
務
局
の
吏
員
で
あ
る
曹
司
に
級
を
付
し
た
も
の
で
、
文
書
本
文
で
問
題
と
な
っ
て
い

る
宋
千
・
王
順
ら
を
指
す
と
解
し
た
。

（
12
） 

「
押
教
曹
案
」
そ
の
も
の
は
典
籍
に
見
え
な
い
が
、
後
述
の
40
（
テ
キ
ス
ト
Ｆ
）
や
85
（
Ｉ
）
に
は
「
兵
案
」
と
い
う
語
が
現
れ
る
。
こ
の
案
は
文
書
行
政
に
お
い
て
は

事
務
処
理
の
書
類
一
般
を
指
す
用
語
だ
が
、
一
方
で
宋
代
で
は
官
司
内
の
部
局
の
名
称
に
も
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
後
者
の
意
で
解
し
た
。

（
13
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
二
四
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
一
八
頁
。

（
14
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
一
五
、
二
三
五
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
〇
一
、
一
四
四
─
一
四
五
頁
。

（
15
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
一
七
一
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
五
頁
。

（
16
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
一
八
四
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
四
〇
頁
。

（
17
） 

蕃
官
（
宋
に
よ
り
官
職
を
与
え
ら
れ
た
熟
戸
蕃
部
の
首
領
）
へ
の
俸
禄
支
給
な
ど
を
掌
る
吏
員
を
指
す
［「
訳
注
」（
三
）、
一
八
八
頁
］。

（
18
） 

『
北
宋
経
撫
年
表
・
南
宋
制
撫
年
表
』
中
華
書
局
、
一
九
八
四
年
、
二
〇
九
頁
。

（
19
） 

『
宋
史
』
巻
一
九
一
、
兵
志
五
、
四
七
五
三
頁
［
中
華
書
局
版
］。
小
胡
族
の
居
住
地
に
関
す
る
考
察
は
、
孫
継
民
二
〇
〇
七
＝
二
〇
〇
九
、
三
三
七
頁
を
参
照
。

（
20
） 

さ
ら
に
建
炎
元
年
か
ら
二
年
ま
で
権
陝
西
制
置
使
を
兼
務
し
て
お
り
、「
宋
西
北
文
書
」
に
は
「
制
置
経
略
待
制
」
と
し
て
も
現
れ
る
。
彼
は
こ
の
ほ
か
に
集
英
殿
修

撰
・
節
制
陝
西
六
路
軍
馬
を
も
兼
ね
て
い
た
［
張
春
蘭
・
陳
瑞
青
二
〇
〇
四
、
一
二
六
頁
、
孫
継
民
・
陳
瑞
青
二
〇
〇
六
＝
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
三
四
六
頁
］。

（
21
） 

張
春
蘭
・
陳
瑞
青
二
〇
〇
四
、
一
二
六
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
六
＝
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
三
二
七
─
三
二
八
頁
、
孫
継
民
・
陳
瑞
青
二
〇
〇
六
＝
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
三

四
六
頁
。

（
22
） 

本
文
書
の
他
に
7
・
64
・
87
に
も
通
慶
城
の
名
前
が
見
え
、
保
安
軍
下
に
あ
る
城
塞
で
、
第
七
将
の
副
将
が
率
い
る
部
隊
が
駐
屯
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た

『
宋
史
』
巻
八
七
、
地
理
志
三
、
陝
西
路
永
興
軍
路
保
安
軍
条
［
二
一
四
八
頁
、
中
華
書
局
版
］
よ
り
、
近
藤
氏
が
第
七
将
所
在
地
の
候
補
地
の
一
つ
と
す
る
金
湯
城
の

北
六
〇
里
の
地
点
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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（
23
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
〇
〇
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
七
一
─
七
二
頁
。

（
24
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
二
三
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
一
六
─
一
一
七
頁
。

（
25
） 

陳
瑞
青
二
〇
〇
六
、
六
八
─
六
九
頁
。

（
26
） 

印
文
や
寸
法
は
不
明
だ
が
68
・
71
・
80
・
90
に
も
長
方
形
印
が
見
え
る
。
ま
た
、
唯
一
印
文
の
判
明
し
た
も
の
で
は
、
55
に
「
鄜
延
路
經
總
両
司
□
（
官
）□
使
」（
縦
一

一
・
〇
㎝
×
横
一
・
七
㎝
）
が
あ
る
。

（
27
） 

『
宋
史
』
巻
一
六
二
、
職
官
志
二
、
宣
徽
南
院
使
・
北
院
使
条
、
三
八
〇
六
頁
、『
宋
史
』
巻
一
六
二
、
職
官
志
二
、
塩
鉄
使
条
、
三
八
〇
八
頁
［
中
華
書
局
版
］。

（
28
） 

孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
六
〇
頁
は
こ
の
残
画
を
押
字
と
し
て
い
る
。

（
29
） 

孫
継
民
二
〇
〇
六
＝
二
〇
〇
九
、
三
三
一
─
三
三
二
頁
。

（
30
） 

屈
軽
は
、
小
胡
族
な
ど
諸
部
族
に
よ
る
上
申
文
書
101
番
に
、
文
書
起
草
者
と
し
て
「
承
節
郎
権
癿
名
族
火
捈
屈
軽
」
と
あ
る
。
ま
た
、
癿
名
族
の
居
住
地
は
志
丹
県
南

境
と
考
え
ら
れ
る
［
孫
継
民
二
〇
〇
七
＝
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
三
三
六
─
三
三
七
、
三
四
一
頁
］。

（
31
） 

孫
継
民
二
〇
〇
六
＝
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
三
二
四
、
三
三
一
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
四
二
頁
。

（
32
） 

孫
継
民
・
陳
瑞
青
二
〇
〇
六
＝
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
三
五
五
─
三
五
七
頁
。

（
33
） 

『
春
明
退
朝
錄
』
巻
下
（
唐
宋
史
料
筆
記
）
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
、
四
三
頁
。
同
一
の
記
事
は
以
下
の
諸
史
料
に
も
見
え
る
。『
夢
溪
筆
談
逸
文
』
故
事
条
「
凡
公

家
文
書
之
藳
、
中
書
謂
之
草
、
枢
密
院
謂
之
底
、
三
司
謂
之
検
。
州
県
亦
通
名
検
。
今
秘
府
有
梁
朝
宣
底
二
卷
、
即
正
明
中
崇
政
院
書
也
。『
検
』
即
州
県
通
称
焉
」

［『
夢
溪
筆
談
』
岳
麓
書
社
、
二
〇
〇
二
年
、
二
六
五
頁
］。『
海
録
碎
事
』
巻
一
二
、
簿
書
門
条
「
草
底
検
、
凡
公
文
、
中
書
謂
之
草
、
枢
密
院
謂
之
底
、
三
司
謂
之

検
。
秘
府
有
梁
朝
『
宣
底
』
三
卷
、
即
正
明
中
崇
政
院
書
也
」［
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
年
、
六
五
六
頁
］。『
宋
朝
事
実
類
苑
』
巻
三
二
、
公
家
文
書
藁
異
名
条
「
凡
公

家
文
書
之
藳
、
中
書
謂
之
草
、
枢
密
院
謂
之
底
、
三
司
謂
之
検
。
今
秘
府
有
梁
朝
宣
底
二
卷
、
即
正
明
中
崇
政
院
書
也
。
検
即
州
県
通
称
焉
。〔
已
上
並
筆
談
〕」［
中
華

書
局
、
一
九
八
一
年
、
四
一
一
頁
］。『
錦
繍
萬
花
谷
』
前
集
巻
三
九
、
草
底
条
「
凡
公
家
文
書
之
藳
、
中
書
謂
之
草
、
枢
密
院
謂
之
底
、
三
司
謂
之
検
。
州
県
亦
通
名

検
。〔
筆
談
〕」［『
北
京
図
書
館
古
籍
珍
本
叢
刊
』
七
三
、
五
二
二
頁
］。

（
34
） 

例
え
ば
、
長
安
三
年
（
七
〇
三
）
に
括
逃
使
か
ら
敦
煌
県
に
宛
て
た
牒
式
文
書
（
大
谷
二
八
三
五
）
に
は
、
脱
字
・
加
筆
訂
正
が
あ
る
。
大
谷
二
八
三
五
の
詳
し
い
解

説
は
内
藤
一
九
六
〇
、
一
二
─
二
一
頁
を
参
照
。
ま
た
「
宋
西
北
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
加
筆
（
4
・
16
）、
誤
字
（
7
・
15
・
50
）、
衍
字
（
59
）
が
確
認
で
き
る
。
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詳
細
は
孫
継
民
二
〇
〇
九
の
該
当
頁
を
参
照
。

（
35
） 

宋
代
官
文
書
の
書
式
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
文
書
行
政
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
二
〇
〇
二
、
七
七
─
七
八
頁
、
平
田
二
〇
〇
七
、
二
二
五
─
二
二
七
頁
、
赤
木

二
〇
〇
八
、
九
六
─
九
七
頁
、
小
林
二
〇
〇
九
、
七
三
―
八
三
頁
、
平
田
二
〇
〇
九
、
赤
木
二
〇
一
二
（
近
刊
）
も
参
照
。

（
36
） 
図
版
は
『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
二
七
頁
。
録
文
は
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
二
三
─
一
二
四
頁
を
参
照
。
な
お
、「
宋
西
北
文
書
」
に
は
、
本
文
書
を
含
め
て
靖
康
二
年

四
月
か
ら
七
月
（
同
年
五
月
に
建
炎
元
年
に
改
称
）
に
か
け
て
の
文
書
が
集
中
し
て
残
っ
て
お
り
［
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
二
四
七
─
二
五
三
頁
参
照
］、
し
か
も
対
西
夏

戦
で
一
敗
地
に
塗
れ
た
宋
軍
が
敗
残
兵
を
か
き
集
め
て
再
起
を
図
ろ
う
と
す
る
次
第
や
、
逃
兵
を
め
ぐ
る
関
係
各
機
関
の
文
書
伝
達
の
あ
り
方
な
ど
史
書
に
は
見
え
な

い
事
実
が
窺
え
、
実
に
興
味
深
い
史
料
群
で
は
あ
る
が
、
本
稿
の
主
旨
か
ら
逸
れ
る
た
め
こ
れ
以
上
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
37
） 

孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
二
三
頁
の
録
文
で
は
「
将
」
字
の
上
に
二
文
字
分
の
欠
落
が
あ
る
と
推
定
す
る
。
申
状
式
文
書
の
冒
頭
行
の
発
出
主
体
名
や
本
文
は
、
料
紙
上

端
か
ら
書
き
始
め
る
き
ま
り
だ
が
、
本
文
書
の
一
行
目
（
発
出
主
体
）、
四
─
六
行
目
（
本
文
）
は
行
頭
に
一
文
字
分
の
欠
落
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
、
九
行
目
「
将
」

字
の
上
に
も
一
文
字
分
の
余
裕
し
か
な
く
、
こ
こ
に
は
文
書
内
容
か
ら
推
し
て
「
副
」
が
あ
っ
た
と
判
断
し
た
。

（
38
） 

図
版
は
『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
二
九
頁
を
参
照
。
録
文
は
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
二
七
頁
に
基
づ
い
た
が
、
原
文
書
調
査
の
上
、
孫
録
文
を
一
部
改
め
た
。

（
39
） 

「
叙
録
」
五
五
頁
は
「
鄜
延
路
／
鄜
州
軍
／
司
之
印
」
と
読
み
、
孫
継
民
氏
も
こ
れ
従
う
［
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
二
七
頁
］。
印
文
の
第
二
行
目
を
「
第
七
将
」
と
読

み
替
え
た
の
は
伊
藤
一
馬
氏
の
功
績
で
あ
り
、
筆
者
も
伊
藤
氏
と
と
も
に
原
文
書
を
実
見
し
て
そ
れ
を
確
認
し
た
。

（
40
） 

孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
二
七
頁
の
文
書
表
題
で
は
「
申
状
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
41
） 

坂
尻
二
〇
〇
二
、
六
六
頁
。
こ
の
ほ
か
に
坂
尻
氏
は
、
文
頭
と
紙
縫
上
に
押
印
す
る
も
の
は
多
く
が
帳
簿
類
で
あ
り
、
文
頭
の
官
職
名
と
文
末
の
日
付
に
そ
れ
ぞ
れ
複

数
個
押
印
す
る
も
の
は
告
身
文
書
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
坂
尻
氏
が
明
ら
か
に
し
た
漢
文
文
書
の
機
能
と
押
印
方
法
と
の
相
関
関
係
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
唐

代
前
半
期
の
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
出
土
漢
文
文
書
や
宋
元
代
の
カ
ラ
ホ
ト
出
土
漢
文
文
書
に
も
ほ
ぼ
適
用
さ
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
形
式
的
特
徴
は
漢
文
文
書
の

伝
統
と
し
て
後
代
へ
踏
襲
さ
れ
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
る
。

（
42
） 

長
沢
規
矩
也
・
中
島
敏
『
静
嘉
堂
文
庫
書
蔵　

慶
元
條
法
事
類
』
古
典
研
究
会
、
一
九
六
八
年
、
二
三
六
頁
。

（
43
） 

同
様
に
宣
和
七
年
（
一
一
二
五
）
正
月
に
鄜
延
路
第
七
将
の
副
将
が
上
申
し
た
75
に
は
「
准
け
た
る
第
七
将
の
牒
に
…
…
」
と
あ
る
［『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
三
八

頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
四
四
頁
］。
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（
44
） 

図
版
は
『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
一
七
七
頁
を
参
照
。
な
お
録
文
は
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
二
五
頁
を
実
見
の
上
一
部
改
め
た
。

（
45
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
四
八
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
六
一
頁
。

（
46
） 

こ
の
ほ
か
に
1
と
3
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
半
紙
に
裁
断
し
た
二
枚
の
料
紙
を
貼
り
継
い
で
お
り
、
明
ら
か
に
「
宋
西
北
文
書
」
が
西
夏
に
流
入
し
た
後
に
印

刷
用
の
用
紙
と
し
て
接
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
47
） 
長
沢
規
矩
也
・
中
島
敏
『
静
嘉
堂
文
庫
書
蔵　

慶
元
條
法
事
類
』
古
典
研
究
会
、
一
九
六
八
年
、
二
三
一
頁
。

（
48
） 
メ
ン
シ
コ
フ
目
録
、
三
九
頁
（
中
文
訳
、
二
一
頁
）。

（
49
） 

白
濱
二
〇
〇
三
、
四
〇
三
─
四
〇
四
頁
。

（
50
） 

「
訳
注
」（
一
）、
八
一
─
八
二
頁
、
近
藤
二
〇
〇
五
、
五
─
八
頁
。

（
51
） 

孫
継
民
二
〇
〇
九
、
前
言
九
─
一
〇
頁
。

（
52
） 

楊
倩
描
二
〇
〇
七
、
九
六
頁
。

（
53
） 

陳
瑞
青
二
〇
〇
八
、
二
九
頁
。『
金
史
』
巻
五
〇
、
食
貨
志
五
、
一
一
一
四
頁
［
中
華
書
局
版
］
に
、
蘭
州
・
保
安
［
軍
］・
綏
徳
［
軍
］
の
三
箇
所
に
大
定
十
七
年

（
一
一
七
七
）
ま
で
榷
場
を
設
置
し
た
と
あ
る
。

（
54
） 

伊
藤
二
〇
一
二
、
六
七
頁
、
注
二
〇
。
な
お
、
こ
の
例
外
と
は
前
掲
66
で
あ
る
。

（
55
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
一
六
八
頁
、「
訳
注
」（
三
）、
一
九
三
─
一
九
七
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
八
─
九
頁
。

（
56
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
一
八
七
、
二
四
〇
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
四
六
─
四
七
、
一
四
八
─
一
四
九
頁
。

（
57
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
五
五
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
七
四
─
一
七
五
頁
。

（
58
） 

陳
瑞
青
二
〇
〇
六
、
六
八
─
六
九
頁
。

（
59
） 

『
作
邑
自
箴
』
巻
五
、
規
矩
条
、
二
二
葉
右
「
一
応
行
文
字
簽
押
用
印
円
備
方
得
発
出
」［
四
部
叢
刊
広
編
、
商
務
印
書
館
、
一
九
八
一
年
］、『
慶
元
條
法
事
類
』
巻
一

六
、
文
書
門
一
、
文
書
、
文
書
令
条
「
諸
官
文
書
皆
印
年
月
日
、
及
印
封
」［
長
沢
規
矩
也
・
中
島
敏
『
静
嘉
堂
文
庫
書
蔵　

慶
元
條
法
事
類
』
古
典
研
究
会
、
一
九
六

八
年
、
二
三
二
頁
］。

（
60
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
三
一
頁
、「
叙
録
」
五
五
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
三
〇
─
一
三
一
頁
。
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（
61
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
五
四
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
七
二
─
一
七
三
頁
。

（
62
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
一
一
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
九
三
─
九
四
頁
。

（
63
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
一
九
〇
、
二
四
六
頁
、「
訳
注
」（
二
）、
一
一
六
─
一
二
一
頁
、
孫
継
民
三
〇
〇
九
、
五
二
─
五
三
、
一
五
八
─
一
五
九
頁
。

（
64
） 
『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
〇
〇
、
二
三
二
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
七
一
、
一
三
二
頁
。

（
65
） 
『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
一
八
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
〇
六
─
一
〇
七
頁
。

（
66
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
四
九
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
六
三
─
一
六
四
頁
。

（
67
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
一
八
九
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
五
一
頁
。

（
68
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
二
八
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
二
五
─
一
二
六
頁
。

（
69
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
六
六
、
二
七
〇
頁
、「
叙
録
」
五
九
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
一
九
五
、
二
〇
一
─
二
〇
二
頁
。

（
70
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
二
七
一
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
二
〇
三
─
二
〇
四
頁
。

（
71
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
一
九
九
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
六
九
─
七
〇
頁
。

（
72
） 

『
俄
蔵
黒
水
城
』
六
、
一
九
六
、
二
一
二
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
四
＝
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
二
九
七
頁
、
孫
継
民
二
〇
〇
九
、
六
三
─
六
四
、
九
五
─
九
六
頁
。

（
73
） 

荒
川
一
九
九
七
、
五
頁
、
荒
川
二
〇
〇
九
、
二
七
二
―
二
七
四
、
二
八
二
─
二
八
四
頁
。

（
74
） 

御
前
会
合
軍
馬
入
援
所
と
は
、
靖
康
元
年
閏
十
一
月
の
開
封
陥
落
の
報
を
受
け
て
、
陝
西
五
路
宣
撫
使
の
范
致
虚
が
、
開
封
救
援
を
目
的
と
し
て
中
央
の
命
に
依
ら
ず

独
自
に
組
織
し
た
軍
団
を
指
す
。
こ
の
組
織
は
南
宋
成
立
後
の
建
炎
元
年
七
月
ま
で
存
続
し
た
［
孫
継
民
・
張
春
蘭
二
〇
〇
五
、
三
二
七
―
三
三
〇
頁
］。
最
新
の
研

究
、
伊
藤
二
〇
一
二
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
75
） 

孫
継
民
二
〇
〇
九
、
前
言
一
〇
─
一
三
頁
。

【
付
記
】
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
Ｂ
）：
課
題
番
号
２
２
７
２
０
２
７
１
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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宋代“检文书”攷—《宋西北边境军政文书》的性质—

赤木 崇敏

《宋西北边境军政文书》（以下简称《宋西北文书》）是对 1909 年俄国探险家科兹洛夫在额

经纳旗黑水城遗址发现的被书写于西夏语韵书《文海》与《文海杂类》纸背的 109 点宋代官文

书的总称。《宋西北文书》具有十分珍贵的价值，不仅仅是因为其内容涉及位处西北边境的陕

西地区的军事活动，更因为在其所记载的 1118 年（北宋政和 8 年）～ 1131 年（伪齐阜昌 2 年＝

南宋绍兴元年）狭窄时间段中，这些文书是为数不多的存世例证。另外，由于敦煌文献、吐鲁

番文献集中呈现了 4 ～ 8、5 ～ 11、13 ～ 14 世纪的文书样貌，所以保留了 12 世纪前半文书样貌

的《宋西北文书》，正好填补了史料群年代上的缺失，因此格外受到注目。甚者，从笔者目前

所进行的唐代文书行政研究的角度上来看，此史料群在考察唐代的官文书和情报处理、传递系

统如何被有宋一代所继承的问题上，也具备重要史料价值，绝不能被简单略过。

本论文着重探讨被孙继民氏、陈瑞青氏推断为“官文书草稿”的一系列文书。由于此文书

群在开头处有着把“检”字放大书写的特征，所以在本论中称呼此类文书群为“检文书”。另外，

在文中，笔者不仅再次探讨了文书的书写形式及其功能，更对《宋西北文书》的整体性质和来

历进行了分析。

首先，在探讨“检文书”的书式、发信者、收信者的基础上，得出了“检文书”并非如同

先行研究所指出的那样，是来往于诸多官司和官吏之间的文书或其草稿，而是第七将为了处理

其内部事务而制作的一系列官司内文书的结论。并且认为，书写于文书开头处或者是文书制作

人之后的“检”字，表示出了已经调查了文书内容的含义。

继而，根据以上考察结果，在调查分析了“检文书”之外的能够判明收信者的全部文书之后，

我们可以得出这些文书都是寄到第七将或者是在第七将内部流通之物的结论。换而言之，《宋

西北文书》并非像之前所说的，是延安府或鄜延路经略安抚使司保管、存放的文书群，而是从

其他官司发往第七将的，或者是第七将在其内部制作的为了处理相关案件的内部文书群。

以上研究结论，不仅能对文书的内容，或是与相关机构之间的文书传递方式提供进一步的

讨论空间，更能对“检文书”之外的《宋西北文书》提供具有参考价值的研究信息。


